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【投資者に対する注意事項】

１．TOKYO PRO Marketは、特定投資家等を対象とした市場であり、その上場会社は、高い投資リスクを含んでいる場合

があります。投資者は、TOKYO PRO Marketの上場会社に適用される上場適格性要件及び適時開示基準並びに市場価格

の変動に関するリスクに留意し、自らの責任で投資を行う必要があります。また、投資者は、発行者情報により公表

された情報を慎重に検討した上で投資判断を行う必要があります。特に、「第一部 第３ ４【事業等のリスク】」

において公表された情報を慎重に検討する必要があります。

２．発行者情報を公表した発行者のその公表の時における役員(金融商品取引法(以下「法」という。)第21条第１項第１

号に規定する役員(取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者)をいう。)は、発行者情報のうち

に重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要

な事実に関する情報が欠けていたときは、法第27条の34において準用する法第22条の規定に基づき、当該有価証券を

取得した者に対し、情報が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、当

該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際に、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知っていたときは、

この限りではありません。また、当該役員は、情報が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を

用いたにもかかわらず知ることができなかったことを証明したときは、上記賠償責任を負いません。

３．TOKYO PRO Marketにおける取引所規則の枠組みは、基本的な部分において日本の一般的な取引所金融商品市場に適

用される取引所規則の枠組みと異なっています。すなわち、TOKYO PRO Marketにおいては、J-Adviserが重要な役割を

担います。TOKYO PRO Marketの上場会社は、特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例(以下「特例」とい

う。)に従って、各上場会社のために行動するJ-Adviserを選任する必要があります。J-Adviserの役割には、上場適格

性要件に関する助言及び指導、並びに上場申請手続のマネジメントが含まれます。これらの点について、投資者は、

東京証券取引所のホームページ等に掲げられるTOKYO PRO Marketに係る諸規則に留意する必要があります。

４．東京証券取引所は、発行者情報の内容(発行者情報に虚偽の情報があるか否か、又は公表すべき事項若しくは誤解を

生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているか否かという点を含みますが、これらに限られませ

ん。)について、何らの表明又は保証等をしておらず、前記賠償責任その他の一切の責任を負いません。
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第一部 【企業情報】

第１ 【本国における法制等の概要】

該当事項はありません。
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第２ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次 第19期 第20期 第21期

決算年月 2023年12月 2024年12月 2025年12月

売上高 (千円) 1,213,888 1,485,091 1,637,457

経常利益又は経常損失（△) (千円) △20,195 108,279 35,664

当期純利益又は当期純損失（△) (千円) △14,147 75,020 23,660

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) － － －

純資産額 (千円) 97,644 172,665 196,325

総資産額 (千円) 504,875 645,497 786,897

１株当たり純資産額 (円) 122.05 215.83 245.41

１株当たり配当額
(うち１株当たり中間配当額)

(円)
－

（－)
－

（－)
－

（－)

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△)

(円) △17.68 93.78 29.58

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) － － －

自己資本比率 (％) 19.3 26.7 24.9

自己資本利益率 (％) △13.5 55.5 12.8

株価収益率 (倍) － 13.1 －

配当性向 (％) － － －

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) △40,610 162,192 △48,333

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △57,266 △2,122 △15,543

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) 57,518 △51,009 179,198

現金及び現金同等物の期末残高 (千円) 155,940 265,002 380,323

従業員数
（外、平均臨時雇用者数）

(名)
109

（－)
119

（－)
130

（－)

(注) １．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記
載しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有しておりませんので記載しておりません。
３．株価収益率については、第19期は当社株式が非上場であったため記載しておりません。
４．１株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため記載しておりません。
５．第19期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は末日に

おいて非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。また、第20期及び第21期の潜
在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、売買実績がなく期中平均株価
を把握できませんので記載しておりません。

６．従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は、従業員の総数の100分の10未満であるため記載を省略して
おります。

７．株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第110条第5項の規定に基
づき第19期の財務諸表を、第128条第３項の規定に基づき第20期及び第21期の財務諸表を、それぞれ太陽有
限責任監査法人の監査を受けております。

８．当社は、2024年６月28日付けで普通株式１株につき40株の割合で株式分割を行っておりますが、第19期の期
首に、当該株式分割が行なわれたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益又は１株当たり
当期純損失を算定しております。
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２ 【沿革】

年月 概要

2005年12月
東京都中野区中野三丁目にデータソリューションを事業目的とした有限会社アイウェイズ
（資本金300万円）を設立し、データ分析基盤構築及びデータ可視化、Webシステム開発に関
するサービスの提供を開始

2006年９月 アイウェイズ株式会社へ組織変更（有限会社を株式会社化）

2007年３月 本社を東京都中野区中野四丁目へ移転

2008年８月 プライバシーマーク認証を取得

2011年11月 本社を東京都新宿区西新宿三丁目に移転

2012年11月 クリックテック・ジャパン株式会社（QlikTech Japan K.K.）とリセラー契約（注１）を締結

2013年３月 沖縄県那覇市に沖縄オフィスを開設

2014年４月 本社を東京都新宿区西新宿一丁目へ移転

2015年11月 北海道札幌市に札幌オフィスを開設し、AIシステム開発領域に事業を拡大

2016年１月 社名をアイウェイズコンサルティング株式会社に変更

2018年９月 社名をＩＮＳＩＧＨＴ ＬＡＢ株式会社に変更

2019年２月 Sisense Inc.とリセラー契約（注１）を締結

2019年３月 ＩＮＳＩＧＨＴ ＬＡＢ ＩＳＲＡＥＬ ＬＴＤ.を設立

2019年９月 大阪府大阪市中央区に大阪オフィスを開設

2020年１月 ＩＮＳＩＧＨＴ ＬＡＢアドバンス株式会社（注２）を設立

2020年２月 Vizlib LTD.とリセラー契約（注１）を締結

2020年２月 Snowflake Inc.とリセラー契約（注１）を締結

2020年６月
新潟県新潟市中央区に新潟研究開発センターを開設し、地域DX推進に関するサービスの提供
を開始

2020年７月 栃木県宇都宮市に宇都宮オフィスを開設

2021年５月 新潟県妙高市と「自治体DX推進に向けた連携協定」を締結

2022年１月 ＩＮＳＩＧＨＴ ＬＡＢアドバンス株式会社を吸収合併

2022年１月 新潟県上越市に上越サテライトオフィスを開設

2022年７月 Sisense Inc.と戦略的パートナー契約（注３）を締結

2023年４月 新潟県村上市と「産業・教育・自治体のDX人材育成と課題解決に関する連携協定」を締結

2023年10月 新潟県佐渡市に佐渡サテライトオフィスを開設

2024年８月 東京証券取引所 TOKYO PRO Marketに上場

（注）１．リセラー契約とは、当社が仕入れたライセンス等を顧客に販売する契約であります。

２．ＩＮＳＩＧＨＴ ＬＡＢアドバンス株式会社は、SES事業を分社化した会社であります。SES事業とは、所

属エンジニアが顧客先の現場に常駐し作業を行う事業であります。

３．戦略的パートナー契約とは、メーカーと独占販売契約を結び、特定のエリアや商品で販売を代行する代

理店契約であります。
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３ 【事業の内容】

＜事業及び具体的なサービスについて＞

当社は、「ビッグデータを活用し、より豊かな社会を創る」をミッションとし、企業に蓄積されたビッグデータ

の活用を一気通貫で支援し、企業の競争優位性を高めるサービスの提供により事業展開を進めております。

データ利活用における一連のプロセスである、データバリューチェーンの領域に内在する様々な課題を包括的に

解決に導くため、企業のデータ分析基盤の構築からAIシステムの開発まで、一貫した支援をする「データ分析構築

支援サービス」、データエンジニアが常駐し、データ利活用サービスを提供する「データエンジニアプロフェッシ

ョナルサービス」、地域企業のDX化を支援し、地域全体の活性化を支援する「地域DX推進サービス」の３つのソリ

ューションサービスにより、データ利活用のニーズのあるお客様に、コンサルティングから活用まで一気通貫で提

供しております。

なお、当社は「データソリューション事業」の単一セグメントであります。

【事業の系統図】

（１）データ分析構築支援サービス

データ分析構築支援サービスでは、「データ分析基盤構築サービス」、「データ可視化サービス」、「AIシステ

ム開発支援サービス」の３つのサービスを提供しており、データを収集し、整理し、最終的に活用するデータバリ

ューチェーンプロセスにおいて、データ利活用領域の上流より下流までを一気通貫で支援できるサービスとなって

おります。

それぞれのサービスの特徴は以下の通りです。

①データ分析基盤構築サービス

ビジネスデータを利活用するために必要となるデータ統合基盤の準備・構築・運営における課題を解決に導くサ

ービスを提供します。データ分析に必要な社内外に点在しているデータを統合し、柔軟にデータを利活用するため

の基盤構築・運用を支援します。

大手アパレル会社様のIT経営改革部門では、急速に進むグローバル展開への対応や先進的プロジェクト等へ対応

するため、パフォーマンスの高いデータ統合基盤への刷新が求められていました。再三のシステム改修により従来

のデータ基盤では複雑で管理コストが高く、データ活用に十分な時間をかけられないといった課題がありました。

また、元のデータソースからデータの報告担当者が活用できるまで、統合・加工・集計・データ分析など様々な過

程の中で作業が複雑化し、データを活用できるまでの手間が非常に多いことも課題でした。しかし、当社のサービ

スを導入することで複雑化していたシステム構成がシンプルになり、コスト削減・保守性の向上に繋がりました。

導入以前よりデータの活用に時間を割くことが可能となったことで、顧客の挑戦を後押しし、素早い経営判断を可

能としました。



- 7 -

その他にも、大量のデータを高速に処理可能なアプリケーションの開発、企業データとWebデータなど異なるデー

タを統合し、最適なデータ可視化ツールを使用した分析環境の構築など、データ分析基盤構築に特化した専門部隊

が顧客のユースケースに合わせ様々なプランを提供します。

②データ可視化サービス

ビジネスデータを利活用するために必要となる可視化環境の準備・構築・運用における課題を解決に導くサービ

スを提供します。多くのデータ可視化ツールを扱う当社は、プロダクトパートナーのライセンスツールから分析対

象に最適な可視化ツールを選定し、600社以上の可視化支援実績及び2,000プロジェクトの分析観点ノウハウをベー

スとして活かしながら、顧客ニーズに応じた最適な可視化環境構築、運用を支援します。 大手旅行会社様のWeb販

売部では、膨大なデータのサイロ化とオンライン施策の遅れという課題に対応するべく、当社がコンサルティング

を手がけるデータサイエンスの専門部隊をWeb販売部内に立ち上げ、全社データの最大活用を目指しました。その専

門部隊は「総合データ基盤」「顧客分析」「マーケティングアクション」の大きく３つの体制で成り立っており、

お客様の情報が商材単位で散財している、Webサイトごとに担当者が異なりデータやノウハウが個別に管理されてい

る、という課題を抱えていました。また、当社とのプロジェクトを進めていく中で、各施策に対してデータを集計

することに精一杯でデータを十分に活かしきれておらず、販売データを活用したお客様とのコミュニケーション戦

略が不十分であるという潜在的課題が見つかりました。しかし、当社のサービスを導入することで売上からマーケ

ティング戦略における顧客体験の向上まで一貫してデータに基づいて「議論しながらデータを触る」コミュニケー

ションを実現することが可能となりました。

このように、データに関する知識だけではなく、クライアント企業のビジネスを理解した上で、構築設計と運用

環境を整備可能なデータの可視化に特化した専門部隊が顧客のユースケースに合わせ様々なプランを提供します。

③AIシステム開発支援サービス

前述のデータ分析基盤構築サービスやデータ可視化サービスと最新の機械学習手法や統計的手法をかけ合わせて、

データ可視化ツールだけ、AIだけでは解決へ導くことが難しい顧客の課題や潜在的問題発見の支援サービスやWebシ

ステム開発支援サービスを提供します。大手製造業様の品質管理部門では、"措置"や"リコール"に繋がる重大な製

品不具合の早期検出が求められていました。データ可視化ツールとAIを組み合わせた早期認知システムを構築する

ことにより、多数の不具合情報に対して重大度をAIが判定し、結果を可視化・分析することで、重大な不具合を以

前よりも早期に発見することができるようになり、リコールコストを大幅に削減することが可能になりました。当

社のサービスを導入することで、データ活用による品質管理の高度化・効率化を実現することができます。

（２）データエンジニアプロフェッショナルサービス

顧客のデータに関して寄り添い、主に当社又は協力会社のデータエンジニアが顧客先へ常駐し専門的に支援する

サービスです。このサービスでは、前述のデータ分析構築支援サービスと同様にデータ戦略の策定から始まり、デ

ータ分析基盤の構築、データの可視化、分析、そしてデータの活用に至るまで、データバリューチェーンプロセス

における顧客のニーズに応じて包括的なサポートを提供します。データエンジニアリングの専門知識を持つプロフ

ェッショナルが、顧客のビジネス目標やデータ活用における課題に対して最適なデータソリューションを提供し、

データを有効に活用するための戦略を支援します。

（３）地域DX推進サービス

アナログからデジタルへのデジタイゼーションから、業務上の様々な場面でのコミュニケーション課題をITの利

活用によってDXを実現する支援サービスです。これからDXを推進していくにあたりDX人材を育てていきたいといっ

た顧客にむけたDX人材育成ソリューションも提供します。

2020年、新潟県新潟市中央区に新潟研究開発センターを設立し、新潟県妙高市における自治体DX推進の支援や、

新潟県三条市よりデジタルツール導入支援事業を委託されるなど、地域に寄り添ったデジタル化・DXの支援を実施

いたしました。2023年には、新たに新潟県村上市と「産業・教育・自治体のDX人材育成と課題解決」にかかる連携

協定を締結し、村上市内の企業向けDX講習会や市内小中学生及び教員向けのプログラミング教室の開講に加え、市

職員を対象としたDX相談窓口を設置するなど、地方自治体のDX人材育成に根差した活動を精力的に行っておりま

す。引き続きICTを活用した地方自治体の課題解決、利便性・生産性の向上に積極的に協力していく方針です。
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当社における「データバリューチェーンプロセス」は以下の通りです。

用語解説

ビッグデータ
情報化社会の中で日常的に生成される膨大なデータのうち、ビジネスで利用す
ることができるもの。

データバリューチェーン
データを収集し、整理し、最終的に活用するプロセスのこと。収集、整理、利
用のステップに分類され、データは単独ではほとんど価値をもたず、データバ
リューチェーン全体で有用な情報に変換され、データ価値連鎖があるもの。

DX
デジタルトランスフォーメーションの略称。ビッグデータやAI技術を活用し
て、企業が製品、サービス、業務等を改革すること。

ICT 情報通信技術を活用したコミュニケーションのこと。

４ 【関係会社の状況】

非連結子会社（ＩＮＳＩＧＨＴ ＬＡＢ ＩＳＲＡＥＬ ＬＴＤ．（休眠会社））がありますが、重要性が乏しいた

め、記載を省略しております。

５ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

2025年12月31日現在

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

130 34.5 3.73 5,459

(注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、従業員の総数の100分の10未満であるため記載を省略しており

ます。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３．当社の事業は、データソリューション事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略してお

ります。

(2) 労働組合の状況

当社において労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第３ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(１) 業績

当事業年度におけるわが国経済は、緩やかな回復基調を維持しており、先行きは、トランプ関税の影響顕在化に

より輸出は伸び悩むものの、内需の底堅さに支えられ、プラス成長が続くと見込んでいます。また、企業収益は、

既往の原油価格下落に伴う交易条件の改善や利益率向上などから、関税の下押し影響を考慮しても高水準を維持す

ると予想されています。賃金は、強い人手不足を背景に高い伸び率が維持されると予測され、実質賃金は消費者物

価上昇率の鈍化に伴って26年初旬にかけて前年比プラス基調に転じ、個人消費は緩やかに回復すると予想されてい

ます。また、設備投資は、供給網強靭化やDX、GXなどの投資を中心に拡大基調が維持されると予想されています。

米国が発動したトランプ関税の影響は、主に米国企業がそのコストを負担・吸収していたとみられますが、今後は

消費者への転嫁が進むと予想され、インフレ圧力が広がる可能性がある一方で、生成AIの普及や先行きの需要拡大

期待から、AI関連投資が急拡大するなど世界経済の成長率押上げも期待できます。しかしながら、ロシアとウクラ

イナの停戦と終戦の難航、混沌とした中東情勢といった地政学リスクの高まりも相まって、今後も不透明な状況が

続き、先行きは予断を許さない状況が続くと予想されます。

こうした中で、当社の主要事業領域であるデータ分析(BI/BA)分野における市場規模は、2023年度は6,930億円、

2024年度は7,830億円となり、2025年度には8,960億円となる見込みであります。それ以降は中期的に年平均成長率

14.8%増で推移する予測で、2031年度には約2兆円に拡大すると予測されています。(出典:デロイト トーマツ ミッ

ク経済研究所「ビジネス・アナリティクス市場展望 2025年度版」)

このような環境下において当社は、「ビッグデータを活用し、より豊かな社会を創る」をミッションとし、ビジ

ョン「データを扱う技術者スペシャリスト集団として、顧客の心を深く理解することで企業へ新しい価値観を提供

する」を掲げております。そして、データ利活用における一連のプロセスである、データバリューチェーンの領域

に内在する様々な課題を包括的に解決に導くため、企業のデータ分析基盤の構築からAIシステムの開発まで、一貫

した支援をする「データ分析構築支援サービス」、データエンジニアが常駐し、データ利活用サービスを提供する

「データエンジニアプロフェッショナルサービス」、地域企業のDX化を支援し、地域全体の活性化を支援する「地

域DX推進サービス」の３つのソリューションサービスの提供に注力することにより、顧客と継続的な関係性の構築

や維持に努めると同時に様々な業種・業態の新規顧客を積極的に獲得してまいりました。

この結果、売上高は、主にデータ分析構築支援サービスにおいて、大口取引先からの受注獲得によって1,264,881

千円(前期比22.3％増)となった一方で、データエンジニアプロフェッショナルサービスにおいては、大口取引先か

らの発注の見直しなど、受注の減少があったことにより、360,945千円（前期比15.3％減）となりました。地域DX推

進サービスにおいても、地方自治体案件の受注減少に伴い11,630千円（前期比52.7％減）となりました。販売費及

び一般管理費については、人員の採用等による増加により595,692千円（前期比14.9％増）となりました。

以上の結果、当事業年度の業績は、売上高は1,637,457千円(前期比10.3％増)、営業利益は38,862千円(前期比

64.4%減)、経常利益は35,664千円(前期比67.1%減)、当期純利益は23,660千円(前期比68.5%減)となりました。

当社はデータソリューション事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

(２) キャッシュ・フローの状況

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前事業年度末に比べ115,320千円増加し、

380,323千円となりました。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、使用した資金は48,333千円（前年同期は162,192千円の獲得）となりました。主な要因は、税

引前当期純利益を35,623千円計上したことに加え、仕入債務の増加16,247千円があった一方で、前払費用の増加

12,857千円、未払消費税等の減少25,963千円、未払費用の減少32,808千円、及び法人税等の支払35,045千円等が

あったことによるものであります。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、使用した資金は15,543千円（前年同期は2,122千円の使用）となりました。主な要因は、パソ

コン等の事務用機器等の購入等で有形固定資産の取得による支出15,543千円等があったことによるものでありま

す。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、獲得した資金は179,198千円（前年同期は51,009千円の使用）となりました。要因は、新たな

長期借入れによる収入280,000千円、長期借入金の返済による支出100,802千円があったことによるものでありま

す。

２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当社が提供するサービスの性格上、生産実績の記載になじまないため、記載を省略しております。

(2) 受注実績

当社が提供するサービスの性格上、受注実績の記載になじまないため、記載を省略しております。

(3) 販売実績

当社は、データソリューション事業の単一セグメントであるため、販売実績をサービス別に示すと、次のとおり

であります。

サービスの名称 金額(千円) 割合（％） 前年同期比（％）

データ分析構築支援サービス 1,264,881 77.3 122.3

データエンジニア
プロフェッショナルサービス

360,945 22.0 84.8

地域ＤＸ推進サービス 11,630 0.7 47.3

合計 1,637,457 100.0 110.3

(注) １．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先

第20期事業年度
（自 2024年１月１日
至 2024年12月31日）

第21期事業年度
（自 2025年１月１日
至 2025年12月31日）

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

株式会社イトーヨーカ堂 149,210 10.1 452,064 27.6

株式会社日本アクセス 250,692 16.9 177,296 10.8

NECネッツエスアイ株式会社 157,833 10.6 － －

※NECネッツエスアイ株式会社の販売実績は当事業年度（第21期事業年度）において全体の10％を下回ったため記載を省

略しております。
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３ 【対処すべき課題】

文中の将来に関する事項は、当事業年度末日現在において当社が判断したものであります。

（１）経営方針

当社は「ビッグデータを活用し、より豊かな社会を創る」という経営理念のもと、INSIGHT（洞察、探求、顧客へ

新しい価値観を提供する）＋ LAB（研究、データを扱う技術者スペシャリスト集団）として、データをビジネスに

活かし社会課題を解決する世界を目指しております。

（２）経営環境及び対処すべき課題

データ分析のソリューションを提供する側面より、当社サービスは、BA市場（ビジネス・アナリティクス市場）

に属します。同市場はデロイト トーマツ ミック経済研究所「ビジネス・アナリティクス市場展望 2025年度版」

によると、2031年度には約2兆円に拡大すると予測されます。デジタルデータを活用し現実世界の課題を解決すると

いう側面より属する国内DX市場も、デジタル化、AI技術の進化、経営のデータドリブン化などによるデータ利活用

ニーズの急速な高まりを受け、富士キメラ総研「2025 デジタルトランスフォーメーション市場の将来展望 市場

編」によると、2030年には約9兆2,666億円に達すると見込まれています。

一方で、市場拡大に伴い、データ分析サービスやソリューションを提供する企業が増加しており、競争が激化し

ております。競争優位性を確立するためには、高度なデータ処理技術、豊富な経験による提案力の強化、顧客との

密接な関係構築などが重要となります。

①先進性のある技術への適応と地域社会への浸透

当社が属する情報サービス産業において、データ利活用に関する技術の革新スピードは速く、当社を取り巻く事

業環境は大きく変化しております。当社は、先進的な技術の活用に向けて技術分野ごとにスペシャリストを配置し、

新技術や新機能、海外トレンドを含めた事例を調査・収集して取り入れ、プロジェクトに活用することで、日々技

術力の向上に努めてまいります。

また、先端技術を追い求めるだけでなく、技術力を駆使して地域課題を解決するため、地方大学と連携し、デー

タ駆動型社会の実現に向けてデータサイエンティストの育成に取り組むなど、今後も持続可能な社会づくりに貢献

するよう努めてまいります。

当社は、ビッグデータを活用し、新たな価値を創り出す技術者スペシャリスト集団として、企業の価値向上に貢

献していきます。

②顧客ニーズへの迅速な対応

近年データ利活用の重要性は益々高まってきており、多くの企業においてデータ利活用のニーズが複雑化かつ多

様化しております。このような状況下において、当社は顧客満足度向上を最優先に考え、顧客との密接なコミュニ

ケーションを通じてニーズを正確に把握し、過去の600社以上のプロジェクト実績をベースとした幅広い知見と技術

ノウハウを駆使して、現在、過去、未来のデータ課題に対応する、迅速なサービスの提供に取り組んでいきます。

当社は、迅速な対応と高品質なサービスを通じて、顧客の信頼を獲得し、顧客と共に成長していくことを目指し

ています。

③優秀な人材の確保と育成

当業界では、先端IT人材（AI・ビッグデータ・IoTなどの先進技術を活用する人材）不足が顕著になっておりま

す。特にデータ利活用領域においては、求められる技術が常に進化していくなか、多様化する顧客ニーズへも柔軟

に対応していくことが求められます。

当社は、継続的な会社の成長及び発展に不可欠である優秀な技術者を確保するべく、データエンジニアやITコン

サルタント人材の採用と育成に努めております。社員の育成においては、独自の技術研修コンテンツを使用し、未

経験者を短期間でデータエンジニアに育成するスキームを構築しております。また、社内の技術交流の機会や蓄積

したナレッジの活用にも注力することで、データ利活用人材の確保と育成を着実に実行いたします。
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④永続的な事業展開と企業価値向上のための体制強化

企業価値の向上には、透明性と公正性を高め、ステークホルダーの皆様から信頼される企業へと成長することが

不可欠です。

当社は、永続的な事業展開と企業価値向上を実現するため、強固な内部管理体制の構築に積極的に取り組んでい

ます。内部統制システムの構築・運用、定期的なレビュー、不正行為の防止などを通じて、内部統制の実効性を向

上させます。また、社員向けに倫理観教育、コンプライアンス研修、内部統制研修などを定期的に実施し、社員一

人ひとりの意識向上を図ります。法務、監査、コンサルティングなどの外部専門機関と連携し、専門的な知見を活

用した内部管理体制の強化を図ります。取締役会、監査役協議会の機能強化、経営陣と従業員の倫理意識向上、情

報開示の適正化など、コーポレート・ガバナンスの充実を図ります。

これらの取り組みを通じて、当社は透明性と公正性を高め、ステークホルダーの皆様から信頼される企業へと成

長していきます。そして、永続的な事業展開と企業価値向上を実現し、社会課題の解決に貢献していきます。

（３）経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当社は、成長フェーズにあるため、売上高及び売上総利益を重視した経営を行っており、それらを重要な経営指

標と位置づけております。
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４ 【事業等のリスク】

本発行者情報に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には、以下のようなものがあります。また、必ずしもそのようなリスク要因には該当しない事項に

つきましても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項につきましては、投資者に対する積極的な情報

開示の観点から以下に記載しております。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末日現在において当社が判断したものであり、将来において発生

する可能性のあるリスクをすべて網羅するものではありません。

（１）事業環境に関するリスク

①ビッグデータ・AIソリューションサービスの技術革新の影響について

当社は、ビッグデータ活用技術及びAI技術に基づく事業を展開しておりますが、当該分野は新技術の開発が相次

いでおり、変化の激しい業界となっております。当社は、顧客ニーズに応じた競争力のあるサービスを提供できる

よう、人材の採用・育成や技術、ノウハウ等の取得に注力しておりますが、当社サービスに代わる競合他社の代替

サービスが登場し、当社の競争力に影響を与える場合は、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があ

ります。

②メーカー再編及びプロダクトパートナーの変化

当社は、メーカー再編によりライセンス等（以下ツール）の供給が滞り、企業に蓄積されたビッグデータの活用

を一気通貫で支援するサービスの提供に必要なツールが入手困難になるリスクがあります。また、性能の変化やそ

れに伴うサービス品質の不確定性も懸念され、新しいプロダクトパートナーとの関係が確立されるまでサービス品

質の一貫性や信頼性が保たれなくなるリスクもあります。そのような場合、当社の経営成績及び財政状態に影響を

及ぼす可能性があります。

③景気動向及び業界環境の変動による影響について

企業を取り巻く環境や労働人口減少に伴う企業経営の効率化などの動きにより、当社が事業を展開しているDX市

場は今後も拡大していくことが予測されるものの、国内外の経済情勢や景気動向、それに伴う設備投資意欲の減退

等の理由により、市場の成長が鈍化する可能性があり、その場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を与え

る可能性があります。

（２）事業内容に関するリスク

①特定取引先への依存について

a当社は、提供するサービスの特性上、取引先毎の開発規模によって売上規模が大きくなる取引先が発生し易い傾

向にあり、当事業年度における上位３社に対する売上高比率は45.6％（８ページ(3)販売実績(注)１．主な相手先

別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合）を参照）に達し、上位顧客の戦略・方針の変更及び

取引関係等に変更が生じた場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

b当社は、ライセンス等の発注を特定の会社に過度に依存しているため、特定の会社の戦略・方針の変更及び取引

関係等に変更が生じた場合には、ライセンス等の納品数がストップするリスクがあります。これにより顧客満足

度や信頼性が低下し、競争力を喪失し、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

②資金繰りに関するリスク

当社は、営業活動から生じるキャッシュ・フローに加え、主として銀行からの借入金により手元資金を確保して

おります。また、機動的な資金調達を行なうために当座貸越枠の設定を行っております。取引銀行との間では良好

な関係を築いておりますが、当社の財政状態・経営成績が悪化した場合には資金調達が困難となり、事業活動に支

障が生じることにより、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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③法的規制に関するリスク

当社は、データエンジニアプロフェッショナルサービスにおいて、厚生労働省が指定する「労働者派遣事業」を

行っており、厚生労働大臣の認可を取得しております。また、当社が行うシステム開発やコンテンツ制作等を外注

している場合があり、それらの取引の一部は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防

止に関する法律」等の種々の法令の規制を受けております。当社は、事業に関係する法的規制の把握に努め、法令

を遵守し事業を行っておりますが、万が一法令に違反するような事象が発生したような場合等には、損害賠償請求

等を受ける等、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

④知的財産に関するリスク

当社は、提供する製品及びサービスにつき、商標登録を行うなど知的財産権の獲得に努めております。また、第

三者の知的財産権侵害の可能性について、チェック体制を整備することにより、十分な注意を払うとともに、顧問

弁護士や弁理士等に調査を依頼することとしております。しかしながら、万が一、当社が第三者の知的財産権を侵

害した場合には、当該第三者が損害賠償請求や使用差止請求等の訴えを起こすことにより、当社の経営成績及び財

政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑤人材の確保及び育成について

当社が今後とも持続的に成長していくためには、市場動向の変化や技術革新に対応できる優秀な人材の確保及び

育成が極めて重要な要素であると考えております。そのために、優秀な人材の確保と育成は、事業発展のための根

幹と考え、対外的な人材獲得及び社内の人材育成に加え、人材流出を防止するための環境整備に取り組んでおりま

す。しかしながら、当社が求める人材を適切な時期に確保、育成ができなかった場合、また、社外流出等の事由に

より既存の人材が業務に就くことが困難になった場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性が

あります。

⑥トラブル・クレームの発生について

当社が事業活動を行う過程において、トラブル・クレームが発生する可能性があります。不適切な初期対応によ

り、顧客離れだけでなく、レピュテーションの悪化に繋がるリスクや受発注業務におけるミスによる顧客やユーザ

ーへのネガティブな影響、及び、当社において金銭的・時間的損害が発生するリスクがあります。かかるトラブ

ル・クレームの発生を未然に防止すべく、従業員教育を徹底し、当社顧客（潜在的顧客も含む）に対しましては丁

寧な対応かつ正確な説明を心掛けておりますが、金銭的・時間的損害が発生する場合には、当社の経営成績及び財

政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑦品質管理について

当社における品質管理リスクは、バグやエラーの存在、セキュリティの脆弱性、パフォーマンスの低下があげら

れます。これらのリスクを軽減するために、適切な品質管理プロセスを導入し、要件定義や設計段階から品質を意

識しております。しかし適切な運用ができない場合は、当社の経営成績及び財務状態に影響を及ぼす可能性があり

ます。

（３）事業の運営体制のリスク

①コーポレート・ガバナンス体制について

当社は、経営の透明性の確保やコーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、経営環境の変化に迅速に対処

できる体制を構築、維持することを重要な施策としています。しかしながら、事業の急速な拡大や変化、もしくは

コーポレート・ガバナンス体制の構築時には想定外であった社会環境の変化など、様々な要因により、体制の機能

が低下する可能性があります。当社がこのような状況に適切に対処できず、正常なコーポレート・ガバナンス体制

の維持が困難となり、企業価値が毀損し、社会的信用が失墜するというような事態に陥った場合には、当社の経営

成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。



- 15 -

②内部統制システムについて

当社は、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に係る法令等の遵守並びに資産の保全という観

点から内部統制システムの充実に努めております。リスク発生を防止するため、内部統制システムの強化を図るべ

く不断の検討・見直しを行なっておりますが、内部統制が有効に機能せず、あるいは予期しない内部統制上の問題

により、多大な損失が発生した場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

③法令違反、会計不正、社内不正に関するリスク

当社としては内部監査機能の一層の強化、社内規程の周知徹底、内部通報システムの浸透、及びコンプライアン

ス教育の強化等を図っておりますが、当社の役員・従業員が法令・社内規程に違反する行為、又は当社の信用を失

墜させる行為を行った場合、当社の事業活動が制限され、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があ

ります。

④コンプライアンスリスクについて

ハラスメント、社員による刑事事件、社員等による不正により、金品等の盗難、機密情報の持出、損害賠償請求、

労働環境の悪化による人材流出、新規雇用への影響、株価への影響等のリスクがあります。上記のリスクについて、

内部統制の徹底、従業員教育、内部通報制度の整備等により対策を講じておりますが、こうした対策を超える損害

が発生した場合、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑤情報管理について

当社は、業務において顧客の機密情報及び顧客が保有する個人情報が含まれるデータを取扱う場合があります。

人為的なミスや不正アクセスによる情報漏えいが発生する可能性がありますが、その時期は想定されるものではな

く短期的に顕在化する可能性は低いと想定しております。当該リスクに対応するため、2008年８月にプライバシー

マークを取得し、情報セキュリティ体制や情報管理体制を構築しております。しかしながら、当該リスクが顕在化

した場合には、顧客への損害賠償や当社の社会的信用の失墜等により、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼ

す可能性があります。

⑥小規模組織であることに関するリスク

当社の組織規模は小規模であり、業務執行体制及び内部管理体制もそれに準じたものとなっております。当社は

今後の事業展開に応じて、採用・能力開発等によって業務執行体制及び内部管理体制の充実を図っていく方針であ

ります。しかしながら、当社の事業領域の環境や競合状況が急変する場合、対応に要する経営資源が不十分となる

ことにより、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

（４）その他

①大規模な災害等について

当社ではテレワークを可能とする社内管理体制及びそれを可能とする業務システムの運用を行い、それにより当

該状況でも従来どおりの事業継続が可能となる事業運営を行っておりますが、当社が事業活動を展開する拠点にお

いて、地震、台風、洪水等の自然災害又は感染症の流行等が発生した場合、被災状況によっては正常な事業活動が

困難となり、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

②レピュテーションリスク

ソーシャルメディアの普及に伴い、当社に対するネガティブな評判や噂、誤った情報が拡散された場合、当社イ

メージの低下や真偽に関わりなくステークホルダーを含む第三者の行動に影響を与える可能性があります。また、

お客さまをはじめとするステークホルダーの皆さまからの信頼を低下させる可能性があります。これに対して当社

は、レピュテーションに影響があると考え得る情報をいち早く把握することに努め、問題が生じた際には迅速に対

応方針を協議・決定し、状況を速やかに開示して説明することでリスク顕在化の防止、影響の低減に努めておりま

すが、その影響の大きさによっては、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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（５）J－Adviserとの契約について

特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第102条の定めにより、TOKYO PRO Market上場企業は、東京証

券取引所より認定を受けたいずれかの担当J-Adviserと、株式上場の適格性審査及び株式上場後の上場適格性を維持

するための指導、助言、審査等の各種業務を委託する契約（以下「J-Adviser契約」とします。）を締結する義務が

あります。

本発行者情報公表日時点において、当社がJ-Adviser契約を締結しているのは株式会社ジャパンインベストメント

アドバイザー（以下「同社」とします。）であり、同社とのJ-Adviser契約において当社は、下記の義務の履行が求

められております。下記の義務の履行を怠り、又はJ-Adviser契約に違反した場合、その相手方は、相当の期間（特

段の事情のない限り１カ月とする。）を定めてその違反の是正又は義務の履行を書面で催告し、その催告期間内に

その違反の是正又は義務の履行がなされなかったときはJ-Adviser契約を解除することができる旨、定められており

ます。また、上記にかかわらず、当社及び同社は、合意により本契約期間いつでもJ-Adviser契約を解除することが

でき、また、当社又は同社から相手方に対し、１カ月前に書面で通知することにより、J-Adviser契約を解除するこ

とができる旨の定めがあります。当社が同社より上記の解除にかかる催告期間において、下記の義務の履行又は違

反の是正が果たせない場合、又は同社に代わる担当J-Adviserを確保できない場合は、当社普通株式のTOKYO PRO

Market上場廃止につながる可能性があります。

なお、本発行者情報の公表日現在において、当該契約の解除条項に該当する事象は生じておりません。

＜J-Adviser契約上の義務＞

・特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第113条に定める上場適格性要件を継続的に満たすこと。

・特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例及び特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の施

行規則に従い、投資者への適時適切な会社情報の開示に努めること。

・特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第113条に定める上場会社及び新規上場申請者の義務を履行す

ること。

＜J-Adviser契約解除に関する条項＞

当社（以下「甲」という。）が次のいずれかに該当する場合には、株式会社ジャパンインベストメントアドバイ

ザー（以下「乙」という。）はJ-Adviser契約（以下「本契約」という。）を即日無催告解除することができるもの

と定められております。

①債務超過

甲がその事業年度の末日に債務超過の状態である場合において、１年以内（審査対象事業年度の末日の翌日から

起算して１年を経過する日（当該１年を経過する日が甲の事業年度の末日にあたらないときは、当該１年を経過す

る日の後最初に到来する事業年度の末日）までの期間をいう。以下、本号において同じ。また「２年以内」も同

様。）に債務超過の状態でなくならなかったとき。ただし、甲が法律の規定に基づく再生手続若しくは更生手続、

産業競争力強化法（以下、「産競法」という。）第２条第21項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生

（当該手続が実施された場合における産競法第48条に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含

む。）又は私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行うこ

とにより、当該１年を経過した日から起算して１年以内に債務超過の状態でなくなることを計画している場合（乙

が適当と認める場合に限る。）には、２年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき。

なお、乙が適当と認める場合に適合するかどうかの審査は、甲が審査対象事業年度に係る決算（上場会社が連結

財務諸表を作成すべき会社である場合には連結決算年度、連結財務諸表を作成すべき会社でない場合には事業年度

に係る決算とする。）の内容を開示するまでの間において、再建計画（本号ただし書に定める１年以内に債務超過

の状態でなくなるための計画を含む。）を公表している場合を対象とし、甲が提出する当該再建計画並びに次のａ

及びｂに定める書類に基づき行うものとする。

a 次の（a）から（c）までに掲げる場合の区分に従い、当該（a）から（c）までに定める書面

（a）法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を行う場合

当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得ているものであることを証する書面

（b）産競法第２条第21項に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生（当該手続が実施された場合におけ

る産競法第48条に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。）を行う場合

当該再建計画が、当該手続にしたがって成立したものであることを証する書面

（c）私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行う場合
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当該再建計画が、当該ガイドラインにしたがって成立したものであることについて債権者が記載した書面

b 本号ただし書に定める１年以内に債務超過の状態でなくなるための経営計画の前提となった重要な事項等が、

公認会計士等により検討されたものであることについて当該公認会計士等が記載した書面

②銀行取引の停止

甲が手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分により、銀行取引が停止された場合又は停止されることが

確実となった場合。

③破産手続、再生手続又は更生手続

甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合（甲が、法律に

規定する破産手続、再生手続又は更生手続の原因があることにより、破産手続、再生手続又は更生手続を必要と判

断した場合）又はこれに準ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のaからcまでに

掲げる場合その他甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合に準

ずる状態になったと乙が認めた場合をいうものとし、当該aからcまでに掲げる場合には当該aからcまでに定める日

に本号前段に該当するものとして取り扱う。

a 甲が債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあるときなどで再建を目的としない法律に基づかない整理

を行う場合、甲から当該整理を行うことについての書面による報告を受けた日

b 甲が、債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあることなどにより事業活動の継続について困難である

旨又は断念する旨を取締役会等において決議又は決定した場合であって、事業の全部若しくは大部分の譲渡又は

解散について株主総会又は普通出資者総会に付議することの取締役会の決議を行った場合、甲から当該事業の譲

渡又は解散に関する取締役会の決議についての書面による報告を受けた日（事業の大部分の譲渡の場合には、当

該事業の譲渡が事業の大部分の譲渡であると乙が認めた日）

c 甲が、財政状態の改善のために、債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受若しくは弁済に関する

合意を当該債権者又は第三者と行った場合（当該債務の免除の額又は債務の引受若しくは弁済の額が直前事業年

度の末日における債務の総額の100分の10に相当する額以上である場合に限る。）、甲から当該合意を行ったこと

についての書面による報告を受けた日

④前号に該当することとなった場合においても、甲が次のaからcまでに該当する再建計画の開示を行った場合に

は、原則として本契約の解除は行わないものとする。

a 次の（a）又は（b）に定める場合に従い、当該（a）又は（b）に定める事項に該当すること

（a）甲が法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合

当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得られる見込みがあるものであること

（b）甲が前号cに規定する合意を行った場合

当該再建計画が、前号cに規定する債権者又は第三者の合意を得ているものであること

b 当該再建計画に次の(a)及び(b)に掲げる事項が記載されていること

（a）TOKYO PRO Marketに上場する有価証券の全部を消却するものでないこと

（b）前aの（a）に規定する見込みがある旨及びその理由又は同(b)に規定する合意がなされていること及び

それを証する内容

c 当該再建計画に上場廃止の原因となる事項が記載されているなど公益又は投資者保護の観点から適当でない

と認められるものでないこと

⑤事業活動の停止

甲が事業活動を停止した場合（甲及びその連結子会社の事業活動が停止されたと乙が認めた場合）又はこれに準

ずる状態になった場合。

なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のaからcまでに掲げる場合その他甲が事業活動を停止した場合に

準ずる状態になった場合と乙が認めた場合をいうものとし、当該aからcまでに掲げる場合には当該aからcまでに掲

げる日に同号に該当するものとして取り扱う。

a 甲が、合併により解散する場合のうち、合併に際して甲の株主に対してその株券等に代わる財産の全部又は一

部として次の（a）又は（b）に該当する株券等を交付する場合は、原則として、合併がその効力を生ずる日の３

日前（休業日を除外する。）の日

（a）TOKYO PRO Marketの上場株券等

（b）特例第132条の規定の適用を受け、速やかにTOKYO PRO Marketに上場される見込みのある株券等
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b 甲が、前aに規定する合併以外の合併により解散する場合は、甲から当該合併に関する株主総会（普通出資者

総会を含む。）の決議についての書面による報告を受けた日（当該合併について株主総会の決議による承認を要

しない場合には、取締役会の決議（委員会設置会社にあっては、執行役の決定を含む。）についての書面による

報告を受けた日）

c 甲が、a及び前bに規定する事由以外の事由により解散する場合（③bの規定の適用を受ける場合を除く。）は、

甲から当該解散の原因となる事由が発生した旨の書面による報告を受けた日

⑥不適当な合併等

甲が非上場会社の吸収合併又はこれに類する行為（ⅰ 非上場会社を完全子会社とする株式交換、ⅱ 会社分割

による非上場会社からの事業の承継、ⅲ 非上場会社からの事業の譲受け、ⅳ 会社分割による他の者への事業の

承継、ⅴ 他の者への事業の譲渡、ⅵ非上場会社との業務上の提携、ⅶ 第三者割当による株式若しくは優先出資

の割当て、ⅷ その他非上場会社の吸収合併又はⅰからⅶまでと同等の効果をもたらすと認められる行為）を行っ

た場合に、甲が実質的な存続会社でないと乙が認めた場合。

⑦支配株主との取引の健全性の毀損

第三者割当により甲の支配株主（甲の親会社又は甲の議決権の過半数を直接若しくは間接に保有する者）が異動

した場合（当該割当により交付された募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動する見込みがある場合を含

む。）において、支配株主との取引に関する健全性が著しく毀損されていると乙が認めるとき。

⑧発行者情報等の提出遅延

甲が提出の義務を有する特定証券情報、発行者情報又は有価証券報告書等につき、特例及び法令に定める期間内

に提出しなかった場合で、乙がその遅延理由が適切でないと判断した場合。

⑨虚偽記載又は不適正意見等

次のa又はbに該当する場合。

a 甲が開示書類等に虚偽記載を行い、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合

b 甲の財務諸表等に添付される監査報告書等において、公認会計士等によって監査意見については「不適正意

見」又は「意見の表明をしない」旨（天災地変等、上場会社の責めに帰すべからざる事由によるものである場合

を除く。）が記載され、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合

⑩法令違反及び上場規程違反等

甲が重大な法令違反又は特例に関する重大な違反を行った場合。

⑪株式事務代行機関への委託

甲が株式事務を特例で定める株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託しないこととなることが

確実となった場合。

⑫株式の譲渡制限 甲がTOKYO PRO Marketに上場する株式の譲渡につき制限を行うこととした場合。

⑬完全子会社化

甲が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合。

⑭指定振替機関における取扱い

甲が発行する株券が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合。

⑮株主の権利の不当な制限

甲が次のaからgまでのいずれかに掲げる行為を行っている場合において、株主の権利内容及びその行使が不当に

制限されていると乙が認めた場合その他株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると乙が認めた場合を

いう。

a 買収者以外の株主であることを行使又は割当ての条件とする新株予約権を株主割当て等の形で発行する買収防

衛策（以下「ライツプラン」という。）のうち、行使価額が株式の時価より著しく低い新株予約権を導入時点の

株主等に対し割り当てておくものの導入（実質的に買収防衛策の発動の時点の株主に割り当てるために、導入時

点において暫定的に特定の者に割り当てておく場合を除く。）

b ライツプランのうち、株主総会で取締役の過半数の交代が決議された場合においても、なお廃止又は不発動と

することができないものの導入

c 拒否権付種類株式のうち、取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について種類株主総会の決議を要する

旨の定めがなされたものの発行に係る決議又は決定（持株会社である甲の主要な事業を行っている子会社が拒否

権付種類株式又は取締役選任権付種類株式を甲以外の者を割当先として発行する場合において、当該種類株式の
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発行が甲に対する買収の実現を困難にする方策であると乙が認めるときは、甲が重要な事項について種類株主総

会の決議を要する旨の定めがなされた拒否権付種類株式を発行するものとして取り扱う。）

d TOKYO PRO Marketに上場している株券について、株主総会において議決権を行使することができる事項のうち

取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について制限のある種類の株式への変更に係る決議又は決定

e TOKYO PRO Marketに上場している株券より議決権の多い株式（取締役の選解任その他の重要な事項について株

主総会において一個の議決権を行使することができる数の株式に係る剰余金の配当請求権その他の経済的利益を

受ける権利の価額等がTOKYO PRO Marketに上場している株券より低い株式をいう。）の発行に係る決議又は決

定。

f 議決権の比率が300％を超える第三者割当に係る決議又は決定

g 株主総会における議決権を失う株主が生じることとなる株式併合その他同等の効果をもたらす行為に係る決議

又は決定

⑯全部取得

甲がTOKYO PRO Marketに上場している株券に係る株式の全部を取得する場合。

⑰反社会的勢力の関与

甲が反社会的勢力の関与を受けている事実が判明した場合において、その実態がTOKYO PRO Marketの市場に対す

る株主及び投資者の信頼を著しく毀損したと乙が認めるとき。

⑱その他

前各号のほか、公益又は投資者保護のため、乙もしくは東京証券取引所が上場廃止を適当と認めた場合。このほ

か、株主総会の特別決議を経て、当社が東京証券取引所へ「上場廃止申請書」を提出した場合にも上場廃止となり

ます。

＜J-Adviser 契約解除に係る事前催告に関する事項＞

１. いずれかの当事者が、本契約に基づく義務の履行を怠り、又は、その他本契約違反を犯した場合、相手方は、

相当の期間（特段の事情のない限り１ヶ月とする）を定めてその違反の是正又は義務の履行を書面で催告し、その

催告期間内にその違反の是正又は義務の履行がなされなかったときは本契約を解除することができる。

２．前項の定めにかかわらず、甲及び乙は、合意により本契約期間中いつでも本契約を解除することができる。ま

た、いずれかの当事者から相手方に対し、１ヶ月前に書面で通知することにより本契約を解除することができる。

３．契約解除する場合、特段の事情のない限り乙は、あらかじめ本契約を解除する旨を㈱東京証券取引所に通知し

なければならない。
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５ 【重要な契約等】

該当事項はありません。

６ 【研究開発活動】

該当事項はありません。

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本書公表日現在において当社が判断したものであります。

（１）重要な会計方針及び見積り

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。こ

の財務諸表の作成にあたって、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開

示に影響を与える見積りを必要としております。経営者は、これらの見積りについて、過去の実績等を勘案し合理

的に判断しておりますが、実際の結果は、見積りによる不確実性のため、これらの見積りと異なる場合がありま

す。

（２）財政状態の分析

（流動資産）

当事業年度末における流動資産は、704,388千円となり、前事業年度末と比較して143,653千円増加しておりま

す。主な要因は、運転資金の借り入れ等によって現金及び預金が115,320千円増加したこと等によるものでありま

す。

（固定資産）

当事業年度末における固定資産は、82,509千円となり、前事業年度末と比較して2,253千円減少しております。主

な要因は、パソコン等の事務用機器の購入やセキュリティ設備の強化等により有形固定資産が6,959千円増加したも

のの、未払事業税等に関わる将来減算一時差異の減少等によって繰延税金資産が7,547千円減少したことによるもの

であります。

（流動負債）

当事業年度末における流動負債は、340,811千円となり、前事業年度末と比較して1,688千円増加しております。

主な要因は、新規の借り入れによって１年内返済予定の長期借入金が63,147千円増加したこと、外注費の増加や開

発用ライセンスの購入により買掛金が16,247千円増加した一方で、給与支払いサイクルの見直しに伴い、期末時点

における未払給与の減少等により、未払費用が32,808千円減少したこと、及び未払消費税等が25,963千円減少した

こと、加えて未収還付金の発生により未払法人税等が25,146千円減少したこと等によるものです。

（固定負債）

当事業年度末における固定負債は、249,761千円となり、前事業年度末と比較して116,051千円増加しておりま

す。要因は、新規の借入によって長期借入金が116,051千円増加したことによるものであります。

（純資産）

当事業年度末における純資産は、196,325千円となり、前事業年度末と比較して23,660千円増加しております。要

因は、利益剰余金が23,660千円増加したことによるものであります。

（３）経営成績の状況

当事業年度における経営成績については、「１【業績等の概要】（１）業績」に記載の通りであります。
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（４）キャッシュ・フローの状況

当事業年度におけるキャッシュ・フローの概況については、「１【業績等の概要】（２）キャッシュ・フローの

状況」に記載の通りであります。

（５）経営者の問題意識と今後の方針について

「３ 【対処すべき課題】」に記載しております。

（６）継続企業の前提に関する重要事象等の対応策

該当事項はありません。

（７）経営者の視点による経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、

文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。

①当事業年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

（売上高）

当事業年度における売上高は1,637,457千円(前期比10.3％増）となりました。これは主に新規案件受注が拡大し

たことによるものであります。

（売上原価、売上総利益）

当事業年度における売上原価は1,002,902千円（前期比16.9％増）となりました。これは主に新規案件受注に伴う

業務委託費の増加によるものであります。この結果、売上総利益は634,554千円（前期比1.1％増）となりました。

（販売費及び一般管理費、営業利益）

当事業年度における販売費及び一般管理費は595,692千円（前期比14.9％増）となりました。これは主に営業人員

の増加によるものであります。この結果、営業利益は38,862千円（前期比64.4％減）となりました。

（営業外収益、営業外費用、経常利益）

当事業年度における営業外収益は1,628千円（前期比82.7％減）となりました。営業外費用は4,825千円（前期比

53.2％減）となりました。この結果、経常利益は35,664千円（前期比67.1％減）となりました。

（当期純利益）

当事業年度における当期純利益は23,660千円（前期比68.5％減）となりました。

②資本の財源及び資金の流動性

当社の資金需要のうち主なものは、人件費、外注費等の売上原価であります。運転資金は自己資金及び金融機関

からの借入により資金調達しております。当事業年度末において、現金及び預金は380,323千円であり、十分な流動

性を確保していると判断しております。

③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。この財

務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについては、「第

６【経理の状況】１ 財務諸表等(１)財務諸表 注記事項 重要な会計上の見積り」に記載しております。これらの見

積りについては過去の実績や現状等を勘案し、合理的に判断しておりますが、実際の結果は見積り特有の不確実性

があるため、これらの見積りと異なる可能性があります。
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第４ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当事業年度において実施した当社の設備投資等の総額は15,543千円であり、その主な内容は、パソコン等の事務用

機器、セキュリティルームの監視システム等の購入によるものであります。また、当事業年度において重要な設備の

新設、除却、売却等はありません。

２ 【主要な設備の状況】
2025年12月31日現在

事業所名
(所在地)

設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(人)

建物附属設備 工具、器具及び備品 その他 合計

本社
(東京都新宿区)

事務所設備等 26,855 14,041 － 40,897 122

(注) １．本社事務所は賃借物件であり、年間賃借料は29,952千円であります。

２．当社は、データソリューション事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

３ 【設備の新設、除却等の計画】

（１）重要な設備の新設

該当事項はありません。

（２）重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第５ 【発行者の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

記名・無記名
の別、額面・
無額面の別及

び種類

発行可能
株式総数

(株)

未発行
株式数
(株)

当事業年度末
現在発行数

(株)
(2025年12月31日)

公表日現在
発行数
(株)

(2026年３月27日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 3,200,000 2,400,000 800,000 800,000
東京証券取引所

(TOKYO PRO Market)

権利内容に何ら限
定のない当社にお
ける標準となる株
式であり、単元株
式数は100株であ

ります。

計 3,200,000 2,400,000 800,000 800,000 ― ―

（注）2024年６月27日開催の臨時取締役会決議により、2024年６月28日付で普通株式１株を40株に分割しております。

これにより、発行済株式総数は780,000株増加し、800,000株となっております。また、当該株式分割に伴う定款

変更が行われ、発行可能株式総数は3,180,000株増加し、3,200,000株となっております。

(2) 【新株予約権等の状況】

第２回新株予約権（2024年６月27日 臨時株主総会決議）

区分
最近事業年度末現在
(2025年12月31日)

公表日の前月末現在
(2026年２月28日)

新株予約権の数(個) 918 906

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) － 同左

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 36,720（注）１ 36,240

新株予約権の行使時の払込金額(円) 36,600（注）２、５ 同左

新株予約権の行使期間
自 2026年６月28日
至 2034年６月27日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 915
資本組入額 458

同左

新株予約権の行使の条件

取締役会決議に基づき、当社
と新株予約権者との間で締結
する「新株予約権割当契約」

に定めるものとする。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡について
は、取締役会の承認を要する

ものとする。
同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４ 同左

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、2024年６月28日付で普通株式１株を40株に分割を行っているこ

とから、新株予約権１個につき目的となる株式数は40株となっております。

分割前の新株予約権の目的となる株式の数は、918株であり、分割後の新株予約権の目的となる株式の数は

36,720株となっております。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調

整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
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２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の

算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

既発行株式数 ＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数

３．会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

（１）新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなり行使することができなくなった場合は、当社

取締役会が別途定める日に、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。

（２）当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株

式交換又は株式移転を行うことが株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役

会の決議がなされた場合）は当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。

４．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりであります。

当社が組織再編に際して定める契約書又は計画書等の条件にしたがって、以下に定める株式会社の新株予約権

を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下の定める株式会社の新株予約を交付する

ものとする。

（１）合併

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

（２）吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

（３）新設分割

新設分割により設立する株式会社

（４）株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

（５）株式移転

株式移転により設立する株式会社

５．新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権１個につき目的となる株式数が40株のため、36,600円となっ

ております。

(3) 【ＭＳＣＢ等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2024年６月28日 780,000 800,000 － 10,000 － －

(注)2024年６月27日開催の臨時取締役会決議に基づき、2024年６月28日付で普通株式１株につき40株の株式分割を行っ

ております。

(6) 【所有者別状況】

2025年12月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数(人) － － － 2 － － 5 7 －

所有株式数
(単元)

－ － － 2,201 － － 5,799 8,000 －

所有株式数
の割合(％)

－ － － 27.51 － － 72.49 100 －

(7) 【大株主の状況】

2025年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

株式総数に対す
る

所有株式数の割
合

（％）

遠山 功 東京都小平市 423,900 52.99

サクセスラボ株式会社 東京都小平市花小金井７丁目６番１号 220,000 27.50

佐藤 良彦 東京都江東区 56,000 7.00

佐藤 智隆 東京都稲城市 56,000 7.00

唐澤 翔 東京都東村山市 24,000 3.00

梶原 剛彦 茨城県つくば市 20,000 2.50

就労支援サービス株式会社 沖縄県那覇市牧志３丁目13番16号 100 0.01

計 － 800,000 100.00
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(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2025年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等) － － －

完全議決権株式(その他) 普通株式 800,000 8,000
権利内容に何ら限定のない当社におけ
る標準株式であり、単元株式数は100株

であります。

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 800,000 － －

総株主の議決権 － 8,000 －

② 【自己株式等】

該当事項はありません。
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(9) 【ストックオプション制度の内容】

当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方

法によるものです。

当該制度の内容は、以下のとおりであります。

第２回新株予約権

決議年月日 2024年６月27日（臨時株主総会決議）

付与対象者の区分及び人数（名）※
当社監査役 ２
当社従業員 68

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数（株）※ 36,240（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 36,600（注）２

新株予約権の行使期間
自 2026年６月28日
至 2034年６月27日

新株予約権の行使の条件
取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締
結する「新株予約権割当契約」に定めるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する
ものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４

※公表日の前月末現在（2026年２月28日）における内容を記載しております。

(注)１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、2024年６月28日付で普通株式１株を40株に分割を行っているこ

とから、新株予約権１個につき目的となる株式数は40株となっております。分割前の新株予約権の目的とな

る株式の数は、906株であり、分割後の新株予約権の目的となる株式の数は36,240株となっております。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調

整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率

２．新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算

式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

既発行株式数 ＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数

３．会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

（１）新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなり行使することができなくなった場合は、当社取

締役会が別途定める日に、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。

（２）当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式

交換又は株式移転を行うことが株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会

の決議がなされた場合）は当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。
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４．組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりであります。

当社が組織再編に際して定める契約書又は計画書等の条件にしたがって、以下に定める株式会社の新株予約

権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下の定める株式会社の新株予約権を交

付するものとする。

（１）合併

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

（２）吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

（３）新設分割

新設分割により設立する株式会社

（４）株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

（５）株式移転

株式移転により設立する株式会社

(10) 【従業員株式所有制度の内容】

該当事項はありません。



- 29 -

２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

該当事項はありません。

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。

３ 【配当政策】

当社は、株主に対する利益還元と同時に、財務体質の強化及び競争力の確保を経営の重要課題として位置づけて

おります。現時点では、当社は成長過程にあると考えているため、内部留保の充実を図り、事業拡大と事業の効率

化のための投資に充当していくことが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。このことから、

当面の間は財務体質強化のため、内部留保の充実を図る方針であります。現時点において配当実施の可能性及びそ

の実施時期等については未定であります。

なお、剰余金の配当を行う場合には事業年度末日を基準日とした年１回の配当を考えており、決定機関は株主総

会であります。また、取締役会の決議によって、毎年６月末日を基準日として中間配当をすることができる旨を定

款に定めております。

４ 【株価の推移】

(1) 【最近３年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第19期 第20期 第21期

決算年月 2023年12月 2024年12月 2025年12月

最高（円） － 1,230 －

最低（円） － 1,230 －

（注）１．最高・最低株価は、東京証券取引所TOKYO PRO Marketにおけるものであります。

２．当社株式は2024年８月５日から東京証券取引所TOKYO PRO Marketに上場しております。それ以前については、

該当事項はありません。

３．第21期において、売買実績はありません。

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 2025年７月 2025年８月 2025年９月 2025年10月 2025年11月 2025年12月

最高（円） － － － － － －

最低（円） － － － － － －

（注）１.最高・最低株価は、東京証券取引所TOKYO PRO Marketにおけるものであります。

２.2025年７月から12月において売買実績がありません。
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５ 【役員の状況】

男性５名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 報酬
所有株式

数(株)

代表取締役

社長

CEO

遠山 功 1977年９月23日生

2000年４月 株式会社情報システムエンジニアリング入社

(注)

２
（注）４

643,900

(注）

５

2002年７月 株式会社ランドスケイプ（現 ユーソナー株

式会社）入社

2005年12月 有限会社アイウェイズ（現 ＩＮＳＩＧＨＴ

ＬＡＢ株式会社）設立

代表取締役社長CEO（現任）

2013年４月 東京電機大学 非常勤講師 就任（現任）

2021年12月 サクセスラボ株式会社 設立 代表取締役

（現任）

取締役

副社長

COO

佐藤 良彦 1975年12月18日生

1999年４月 株式会社アスター 入社

(注)

２
（注）４ 56,000

1999年７月 デジタルアーツ株式会社 入社

2007年８月 ブライトリンク株式会社 設立

代表取締役社長

2010年10月 トレンドマイクロ株式会社 入社

2013年６月 当社 入社

2013年11月 当社 取締役COO（現任）

取締役

CTO
佐藤 智隆 1977年７月27日生

2000年４月 日進ソフトウェア株式会社 入社

(注)

２
（注）４ 56,000

2001年11月 株式会社アクシスソフトウェア 入社

2002年８月 有限会社ファーストアンドファスト 入社

2002年12月 株式会社イントゥ 入社

2005年４月 イーニッポンシステムズ株式会社 入社

2008年１月 当社 入社

2013年11月 当社 取締役CTO（現任）

常勤監査役 西浦 政秀 1957年９月15日生

1981年４月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀

行）入行

(注)

３
（注）４ －

2000年２月 株式会社クオーク（現 三井住友カード株式

会社） 出向

2009年11月 株式会社JSOL 出向 執行役員企画部長

2014年７月 銀泉株式会社 入社

2015年４月 株式会社リョーサン 入社 取締役上席執行

役員 財経本部長

2022年10月 当社 入社 監査役（現任）
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期 報酬
所有株式

数(株)

監査役 中村 光裕 1986年１月14日生

2006年12月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法

人）入所

(注)

３
（注）４ －

2007年12月 あらた監査法人（現 PwC Japan有限責任監

査法人）入所

2012年３月 株式会社シグマクシス（現 株式会社シグマ

クシス・ホールディングス） 入社

2014年３月 みずほ証券株式会社 入社

2018年６月 中村光裕公認会計士事務所設立

代表（現任）

2018年12月 株式会社アルファネット 取締役

2019年９月 株式会社アルファネット 代表取締役

（現任）

2020年５月 リーズンホワイ株式会社（現 スペシャリス

ト・ドクターズ株式会社） 監査役

2020年６月 株式会社mirror ball 監査役

2022年４月 当社 監査役（現任）

2023年３月 株式会社オーリーズ 監査役（現任）

2023年６月 セルプロモート株式会社 監査役（現任）

2023年７月 株式会社エーシーネクスト 監査役

2025年３月 株式会社mirrorballホールディングス（現

SYNRA GROUP株式会社） 監査役（現任）

2025年５月 ARCHIPELAGO株式会社 監査役（現任）

計 755,900

(注) １．監査役西浦政秀及び中村光裕は、社外監査役であります。

２．取締役の任期は、2026年３月27日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち、

最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

３．監査役の任期は、2024年６月27日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち、

最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．2025年12月期における役員報酬の総額は、90,982千円を支給しております。

５．代表取締役社長CEO遠山功の所有株式数には、同氏の資産管理会社が所有する当社株式220,000株を含んだ実

質的所有株式数を記載しております。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、株主重視の基本方針に基づき、継続企業として収益の拡大と企業価値向上のため、経営管理体制を整備

し、経営の効率化と迅速化を進めてまいります。同時に、社会における企業の責務を認識し、各種サービスを通じ

た社会貢献、当社を取り巻く利害関係者の調和ある利益の実現に取り組んでまいります。これらを踏まえ、経営管

理体制の整備に当たり、事業活動の透明性及び客観性を確保すべく、業務執行に対するモニタリング体制の整備を

進めてまいります。

②会社の機関の内容

a.企業統治の体制の概要

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためにはコーポレート・ガバナンスの強化が必要であると

考えており、業務執行に対し、取締役会による監督と監査役による適法性監査の二重のチェック機能を持つ監査役

設置会社の体制を選択しております。その中で、コーポレート・ガバナンスの基本方針に掲げた経営の透明性・公

正性・迅速性の維持・向上を図るために、取締役会の監督機能の強化を進めております。

（ａ）取締役会

当社の取締役会は、３名で構成されております。原則月１回開催の定例取締役会に加え、必要に応じ臨時取

締役会を機動的に開催し、法令や規程に定められた経営上の重要な意思決定や審議を行うとともに、各取締役

の職務執行状況の監督を行っております。

（ｂ）監査役

当社は監査役設置会社制度を採用しております。監査役は２名で構成されております。監査役は監査基準、

監査計画及び職務分担に基づき、取締役の業務執行の適法性及び妥当性について監査しております。

（ｃ）経営会議

当社は、取締役会の権限に属さない事項の迅速な意思決定及び取締役会で決議すべき事項の検討のため、業

務執行取締役による経営会議を開催しております。当会議は、原則として毎月１回開催し、常勤監査役がオブ

ザーバーとして参加しております。

(ｄ)リスク・コンプライアンス委員会

リスク・コンプライアンス体制の基本として「リスク・コンプライアンス委員会規程」を制定しておりま

す。また、代表取締役社長CEOが委員長となり、リスク・コンプライアンス委員会規程に定められた委員によ

って構成されるリスク・コンプライアンス委員会を原則として四半期毎に開催しております。

（ｅ）会計監査

当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立した立場から「特定上場有価証券に関する有価証

券上場規程の特例」第128条第3項の規定に基づき監査を受けております。なお、2025年12月期において監査を

執行した公認会計士は陶江徹氏、篠田友彦氏の２名であり、いずれも継続監査年数は７年以内であります。ま

た当該監査業務にかかる補助者は公認会計士６名及びその他10名であります。なお、当社と監査に従事する公

認会計士及びその補助者との間には特別の利害関係はありません。
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当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は次の通りとなります。

③内部統制システムの整備状況

当社は2022年10月25日付の取締役会において、「内部統制システムの基本方針書（業務の適正を確保するために

必要な体制）」を決議しております。当社は、この方針に基づいて業務の適正を確保するための体制を整備・運用

しております。

a．取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（ａ）取締役及び使用人は、社会的な要請に応える適法かつ公正な事業活動に努める。

（ｂ）取締役会は、「取締役会規程」に則り会社の業務執行を決定する。

（ｃ）代表取締役社長CEOは、取締役会から委任された会社の業務執行の決定を行うとともに、かかる決定、取締

役会決議に従い職務を執行する。

（ｄ）取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は会社の業務執行状況を取締役会規程に則り取締役

会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。

（ｅ）内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、内部統制の評価並びに業務の適正性及び有効性について監査す

る。

（ｆ）取締役は、重大な法令違反その他法令及び社内規程の違反に関する重要な事実を発見した場合には、直ちに

監査役に報告するとともに、遅滞なく取締役会において報告する。

（ｇ）当社は、当社の事業に適用される法令等を識別し、法的要求事項を遵守するための基盤を整備するととも

に、使用人に対し、必要な教育や啓発を定期的に実施する。また、当社の事業に適用される法令等が制定

若しくは改正され、又は当社若しくは当社の重要な取引先において重大な不祥事若しくは事故が発生した

場合等においては、使用人に対し、速やかに必要な研修を実施する。

（ｈ）当社は、「内部通報規程」に基づく内部通報制度を整備し、当社における法令や公序良俗に違反するおそれ

のある事実の早期発見に努める。

（ｉ）リスク・コンプライアンス委員会を設置し、事業活動におけるコンプライアンス体制の維持・向上を図る。

b．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

（ａ）取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び「文書管理規程」に基づき作成・保存するとともに、

取締役が常に閲覧、謄写可能な状態にて管理する。
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（ｂ）株主総会議事録、取締役会議事録、事業運営上の重要事項に関する決裁書類など取締役の職務の執行に必要

な文書については、取締役が常時閲覧することができるよう検索可能性の高い方法で保存、管理する。

（ｃ）個人情報については、法令及び「個人情報保護マネジメントシステム規程」に基づき厳重に管理する。

c．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（ａ）代表取締役社長CEOの下において組織横断的リスク状況の監視及び全社的な対応は管理本部が行い、各部門

所管業務に付随するリスク管理は担当部が行うこととする。

（ｂ）各担当部署は、「リスク管理規程・コンプライアンス規程」に基づき、新たに生じたリスクについては、速

やかに対応責任者となる取締役を定める。

（ｃ）各部の所属長は、それぞれが各部において整備するリスクマネジメントの体制の下、担当職務の業務内容を

整理し、内在するリスクを把握、分析、評価した上で適切な対策を実施するとともに、かかるリスクマネ

ジメント状況を監督し、定期的に見直す。

（ｄ）当社は、当社の経営に重大な影響を与えるリスクが発現した場合に備え、あらかじめ必要な対応及び方針を

整備し、発現したリスクによる損失を最小限にとどめるために必要な対応を行う。

（ｅ）内部監査室は、リスクマネジメント体制の実効性について監査する。

d．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（ａ）取締役については、経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できるようにするため、適正な員数

に保つ。

（ｂ）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月１回定期的

に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。

（ｃ）取締役会は、中期経営計画及び年度経営計画を策定し、代表取締役社長CEO以下の取締役はその達成に向け

て職務を遂行し、取締役会がその実績管理を行う。

（ｄ）取締役会は、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」に基づき、代表取締役社長CEO、業務執行取締役に業

務の執行を委任する。また、取締役は、担当領域の具体的な目標・予算を決定するとともに効率的な業務

執行体制を構築する。

e．当社における業務の適正を確保するための体制

取締役会は、担当取締役に対し、当社全体で達成すべき数値目標を定め、リスクを管理し法令遵守体制を構築す

る権限と責任を与え、事業部はこれらを横断的に推進し、管理する。

f．監査役の職務を補助すべき使用人を置く場合における当該使用人に関する事項

当社では、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、監査

役を補助すべき使用人を指名することができる。

g．前条の使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役が持ち、取締役の指揮命令は受け

ないものとする。人事考課は監査役が行い、人事異動、処遇については、監査役と取締役が協議する。

h．監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社は、監査役の職務を補助すべき使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨を当社の役員及び使用人に周知徹

底する。

i．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

（ａ）取締役は、その職務の執行状況について、取締役会等の重要会議を通じて監査役に定期的に報告を行うほ

か、必要の都度、遅滞なく報告する。

（ｂ）取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて、速やかにその職務の執行状況その他に関する報告を行う。
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（ｃ）取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼした事実又は及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、直

ちに監査役に報告する。

（ｄ）重要な決裁書類は、監査役の閲覧に供する。

j．監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、監査役に対する職務の執行状況その他に関する報告を行った当社の取締役及び使用人に対し、当該報告

をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社の取締役及び使用人に周知徹底する。

k．監査役の職務執行について生ずる費用等の処理に係る方針

当社は、監査役がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をした場合は速やかに当該費用の支払い

を行う。

l．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（ａ）監査役の監査機能の向上のため、社外監査役の選任にあたっては、専門性のみならず独立性を考慮する。

（ｂ）監査役は代表取締役社長CEOと定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について情報・意見交換を行う。

（ｃ）監査役は、職務の遂行に当たり必要な場合には、顧問弁護士又は公認会計士等の外部専門家と連携を図る。

（ｄ）監査役は、会計監査人、内部監査人との連携（三様監査）を図る。

（ｅ）監査役は、監査の実効性を高めるために、取締役、内部監査室、経理部門及び会計監査人との意思の疎通を

図り、情報の収集及び監査環境の整備に努める。また、取締役は監査役の監査が効果的に実施できるよう

監査環境の整備に努める。

（ｆ）内部監査室は、内部監査の年度計画を監査役協議会に報告し、監査役と連携を取る。また、内部監査の実施

状況及び監査結果を監査役協議会に報告する。監査役協議会は必要に応じて、内部監査室に対し、追加の

監査・調査実施、改善策の策定を勧告することができる。

m．財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法をはじめ関係法令等の定めに従い、全社統制、業務

プロセス等の統制活動を強化する内部統制システムを構築・運用・評価し、適正な運用に努めるとともに、必要な

是正を実施する。

n．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制

（ａ）当社は、反社会的勢力とは取引関係も含めて一切の関係を遮断し、反社会的勢力からの不当要求に対して

は、組織全体として毅然とした対応をとる。

（ｂ）反社会的勢力の排除に関する社内規程を整備し取締役及び使用人に周知徹底する。

④内部監査及び監査役監査の状況

当社は、他の業務執行部門から独立した代表取締役社長CEO直轄の内部監査室（１名）を設置しております。代表

取締役社長CEOの承認を受けた内部監査計画に基づき実施し、監査結果は代表取締役社長CEOへ報告することとして

おります。

監査役については２名選任しております。監査役は取締役会その他の重要な会議へ出席し、経営の監視機能強化

を図るとともに重要な決裁書類を閲覧し、職務執行及び意思決定について適法性・適正性を監視しております。

また、内部監査人、監査役及び監査法人は、定例会議等により情報共有を行うなど連携を密にし、監査に必要な

情報の共有化を図ることにより、各監査の実効性を高めております。良質な企業統治体制の確立に向けて、いわゆ

る三様監査（監査役、監査法人及び内部監査人による監査）を実施し、それぞれの監査の実効性を高め、かつ全体

としての監査の質的向上を図るため、それぞれ独立した関係を保ちつつ相互に連携を図っております。監査役、監

査法人及び内部監査人は、定期的に会合を持ち、会計監査の結果や業務監査の結果の情報を交換し、双方向からの

積極的な意見交換等により、監査の品質向上と効率化に努めております。

また、内部監査人は、内部監査結果を適宜監査役に対して報告するとともに、監査役監査の状況についても共有

を受け、相互補完的に効果的な監査の実施に努めております。内部監査人と監査法人は、必要に応じて情報連携に
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努めております。

⑤リスク管理体制の整備の状況

リスク・コンプライアンス体制の基本として「リスク・コンプライアンス委員会規程」を制定しております。ま

た、代表取締役社長CEOが委員長となり、リスク・コンプライアンス委員会規程に定められた委員によって構成され

るリスク・コンプライアンス委員会を原則として四半期毎に開催しております。

⑥社外取締役及び社外監査役の状況

監査役である西浦政秀氏は、前職においてプライム市場上場会社の取締役の経験があり、財務及び企業経営に関

する豊富な知見を有しております。同氏と当社の間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はあり

ません。

監査役である中村光裕氏は、公認会計士としての高度な専門的知見を有し、証券会社での勤務経験、また事業会

社における取締役として豊富な経験を有しております。同氏と当社の間に人的関係、資本関係、取引関係及びその

他の利害関係はありません。

⑦役員報酬の内容

ａ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役及び監査役の報 酬

については、株主総会の決議により、取締役全員及び監査役全員のそれぞれ報酬総額の限度額を決定し、各取締役

の報酬額及び各監査役の報酬額は、それぞれ取締役会及び監査役協議会により決定しております。

なお、当社の役員の報酬に関する株主総会決議年月日と決議の内容は以下の通りとなります。

（取締役報酬等）

・2023年３月30日

・総額を年額100,000千円以内としております。

・決議日における取締役の員数は、５名であります。

（監査役報酬等）

・2022年９月29日

・総額を年額24,000千円以内としております。

・決議日における監査役の員数は、１名であります。

ｂ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円) 対象となる
役員の員数

(名)固定報酬
業績連動
報酬

退職慰労金
左記のうち
非金銭報酬等

取締役
(社外取締役を除く。)

77,782 77,782 － － － ４

監査役
(社外監査役を除く。)

－ － － － － －

社外役員 13,200 13,200 － － － ２

ｃ.役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

⑧取締役及び監査役の定数

当社の取締役は、７名以内とする旨を定款に定めております。

当社の監査役は、３名以内とする旨を定款に定めております。
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⑨取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任については、累積投票

によらない旨も定款に定めております。

⑩株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の

議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めておりま

す。

⑪自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款

に定めております。

⑫中間配当に関する事項

当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第５項の定めに基づき、取締役会の決議に

より中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

⑬取締役及び監査役の責任免除

当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できる環境を整備するため、会社法第426条第１項の規

定により、任務を怠った取締役（取締役であったものを含む）及び監査役（監査役であったものを含む）の損害賠

償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除出来る旨を定款に定めております。

⑭社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の内容の概要

当社と社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約

を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。

⑮株式の保有状況

該当事項はありません。
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(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査法人に対する報酬の内容】

区分

最近事業年度

監査証明業務に基づく報酬(千円) 非監査業務に基づく報酬(千円)

発行者 18,000 －

② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

③ 【監査法人の発行者に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

④ 【監査報酬の決定方針】

当社は監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査法人と監査日数、監査内容及び当社の規

模等を協議した結果を総合的に勘案した上で決定することとしております。
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第６ 【経理の状況】

１．財務諸表の作成方法について

（１）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づ

いて作成しております。

（２）当社の財務諸表については、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例

の施行規則」第116条第３項で認められた会計基準のうち、我が国において一般的に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して作成しております。

２．監査証明について

当社は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第128条第３項の規定に

基づき、当事業年度(2025年１月１日から2025年12月31日まで)の財務諸表について、太陽有限責任監査法人の監査を

受けております。

３． 連結財務諸表について

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第５条第２項により、当社で

は、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状

態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、連

結財務諸表は作成しておりません。
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１ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(2024年12月31日)

当事業年度
(2025年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 265,002 380,323

売掛金及び契約資産 ※１ 266,386 ※１ 269,061

前払費用 23,720 36,804

未収還付法人税等 － 7,285

その他 5,628 10,916

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 560,734 704,388

固定資産

有形固定資産

建物附属設備 34,664 34,664

減価償却累計額 △4,968 △7,808

建物附属設備(純額) 29,695 26,855

工具、器具及び備品 10,306 25,749

減価償却累計額 △6,063 △11,707

工具、器具及び備品(純額) 4,243 14,041

有形固定資産合計 33,938 40,897

投資その他の資産

長期前払費用 201 50

繰延税金資産 20,738 13,191

敷金及び保証金 29,884 28,369

投資その他の資産合計 50,824 41,611

固定資産合計 84,762 82,509

資産合計 645,497 786,897
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(単位：千円)

前事業年度
(2024年12月31日)

当事業年度
(2025年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 88,305 104,552

１年内返済予定の長期借入金 57,965 121,112

未払金 13,470 14,740

未払費用 75,780 42,971

未払法人税等 25,146 －

未払消費税等 45,646 19,683

前受金 ※２ 5,131 ※２ 4,765

預り金 2,809 3,498

賞与引当金 24,866 29,487

流動負債合計 339,122 340,811

固定負債

長期借入金 133,710 249,761

固定負債合計 133,710 249,761

負債合計 472,832 590,572

純資産の部

株主資本

資本金 10,000 10,000

利益剰余金

利益準備金 538 538

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 162,127 185,787

利益剰余金合計 162,665 186,325

株主資本合計 172,665 196,325

純資産合計 172,665 196,325

負債純資産合計 645,497 786,897
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② 【損益計算書】

(単位：千円)
前事業年度

(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当事業年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

売上高 ※１ 1,485,091 ※１ 1,637,457

売上原価 857,633 1,002,902

売上総利益 627,457 634,554

販売費及び一般管理費 ※２ 518,273 ※２ 595,692

営業利益 109,183 38,862

営業外収益

受取利息 15 477

助成金収入 8,776 867

その他 608 283

営業外収益合計 9,400 1,628

営業外費用

支払利息 2,056 4,754

為替差損 88 69

上場関連費用 8,160 －

その他 － 1

営業外費用合計 10,305 4,825

経常利益 108,279 35,664

特別損失

固定資産除却損 ※３ 533 ※３ 41

特別損失合計 533 41

税引前当期純利益 107,745 35,623

法人税、住民税及び事業税 23,419 4,415

法人税等調整額 9,305 7,547

法人税等合計 32,725 11,962

当期純利益 75,020 23,660
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【売上原価明細書】

前事業年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当事業年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ 労務費 ※１ 447,054 52.1 505,880 50.4

Ⅱ 経費 ※２ 410,579 47.9 497,022 49.6

当期売上原価 857,633 100.0 1,002,902 100.0

※１ 主な内訳は、次のとおりであります。

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)

給与手当 339,500 400,086

※２ 主な内訳は、次のとおりであります。

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)

業務委託費 325,108 402,351

ソフトウエア仕入 35,018 42,182

(原価計算の方法)

実際原価計算に基づく個別原価計算を採用しております。
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③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2024年１月１日 至 2024年12月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

利益剰余金

株主資本
合計

純資産合計
利益準備金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 10,000 538 87,106 87,644 97,644 97,644

当期変動額

当期純利益 75,020 75,020 75,020 75,020

当期変動額合計 － － 75,020 75,020 75,020 75,020

当期末残高 10,000 538 162,127 162,665 172,665 172,665

当事業年度(自 2025年１月１日 至 2025年12月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

利益剰余金

株主資本
合計

純資産合計
利益準備金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 10,000 538 162,127 162,665 172,665 172,665

当期変動額

当期純利益 23,660 23,660 23,660 23,660

当期変動額合計 － － 23,660 23,660 23,660 23,660

当期末残高 10,000 538 185,787 186,325 196,325 196,325
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④ 【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)
前事業年度

(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当事業年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 107,745 35,623

減価償却費 6,986 10,056

貸倒引当金の増減額(△は減少) △547 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,000 4,621

受取利息及び受取配当金 △15 △477

助成金収入 △8,776 △867

支払利息 2,056 4,754

上場関連費用 8,160 －

固定資産除却損 533 41

売上債権の増減額(△は増加) △54,628 △2,675

前払費用の増減額(△は増加) △2,072 △12,857

その他の流動資産の増減額(△は増加) △903 △5,287

仕入債務の増減額(△は減少) 27,958 16,247

未払金の増減額(△は減少) 875 1,269

未払費用の増減額(△は減少) 2,218 △32,808

未払消費税等の増減額(△は減少) 42,913 △25,963

前受金の増減額（△は減少） 3,979 △366

預り金の増減額（△は減少） 466 688

その他 1,734 △1,650

小計 143,686 △9,650

利息及び配当金の受取額 22 477

利息の支払額 △2,251 △4,981

助成金の受取額 8,776 867

法人税等の支払額又は還付額(△は支払) 11,959 △35,045

営業活動によるキャッシュ・フロー 162,192 △48,333

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △2,232 △15,543

貸付けによる支出 － △500

貸付金の回収による収入 110 500

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,122 △15,543

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 25,000 280,000

長期借入金の返済による支出 △67,849 △100,802

上場関連費用による支出 △8,160 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △51,009 179,198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 109,061 115,320

現金及び現金同等物の期首残高 155,940 265,002

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 265,002 ※ 380,323
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１．固定資産の減価償却の方法

定率法を採用しております。

ただし、2016年４月１日以降取得の建物附属設備につきましては定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物附属設備 ８年～15年

工具、器具及び備品 ３年～15年

２．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年

度に帰属する額を計上しております。

(3)受注損失引当金

受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注契約に係る損失見込額を計上すること

としております。

３．収益及び費用の計上基準

(1)準委任契約等

準委任契約等は当社の指揮命令下において当社が行う顧客との契約内容に応じた役務提供のことでありま

す。当該履行義務は、契約期間にわたり充足されるものであり、収益は当該履行義務が充足される期間におい

て、顧客との契約に定められた金額に基づき、各月の収益を認識しております。

(2)請負契約

請負契約に基づくシステム開発等については、開発中のシステム等につき他の顧客又は別の用途に転用でき

ない資産が生じ、かつ開発を完了した部分について対価を受け取る強制力のある権利を有しております。その

ため、一定の期間にわたり充足される履行義務であると判断しており、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、

当該進捗度に基づき収益を認識しております。

当該取引は、顧客に提供する財又はサービスの性質を考慮した結果、完成するまでに要する総原価を合理的

に見積ることができ、また、原価の発生が開発の進捗度を適切に表すことから、発生した原価を基礎としたイ

ンプットに基づき、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができると判断したためでありま

す。

進捗度の測定は、契約ごとに期末日までに発生した開発原価が、見積り総開発原価に占める割合に基づいて

行っております。

(3)保守契約

保守サービスに係る収益は、主に製品及び商品の保守であり、顧客との保守契約に基づいて保守サービスを

提供する履行義務を負っております。当該保守契約については、履行義務が時の経過にわたり充足されるため、

契約期間に応じて均等按分し、収益を認識しております。

４．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３カ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
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(重要な会計上の見積り)

繰延税金資産の回収可能性

(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

（単位：千円）

前事業年度 当事業年度

繰延税金資産 20,738 13,191

(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

繰延税金資産については、将来の利益計画に基づいた課税所得が十分に確保できることや、回収可能性があ

ると判断した将来減算一時差異について繰延税金資産を計上しております。

繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積りの前提とした条件や仮定

に変更が生じた場合、翌事業年度の財務諸表において繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影響を

与える可能性があります。

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

(未適用の会計基準等)

リースに関する会計基準等

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年９月13日 企業会計基準委員会）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年９月13日 企業会計基準委員

会）等

(1)概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全ての

リースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検

討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての

定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号

の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されまし

た。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナン

ス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減

価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

(2)適用予定日

2028年12月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
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(貸借対照表関係)

※１ 売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、財務諸表「注記事項（収益

認識関係）３（１）契約資産及び契約負債の残高等」に記載しております。

※２ 前受金のうち、契約負債の金額は、財務諸表「注記事項（収益認識関係） ３（１）契約資産及び契約負債の

残高等」に記載しております。

３ 当座貸越契約

当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。これ

らの契約に基づく当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

（単位：千円）

前事業年度
（2024年12月31日）

当事業年度
（2025年12月31日）

当座貸越限度額 50,000 50,000

借入実行残額 ― ―

差引額 50,000 50,000
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(損益計算書関係)

※１ 顧客との契約から生じる収益

売上高については、すべて顧客との契約から生じる収益の額であり、顧客との契約から生じる収益以外の収益

は含まれておりません。

顧客との契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項（収益認識関係）１．顧客との契約から生じる収

益を分解した情報」に記載しております。

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

前事業年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当事業年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

役員報酬 73,882千円 83,242千円

給与及び手当 188,301 231,287

賞与 3,261 －

外注費 24,533 22,666

賞与引当金繰入額 16,223 19,910

減価償却費 5,213 8,291

貸倒引当金繰入額 △547 －

おおよその割合

販管費 8.3％ 6.7％

一般管理費 91.7％ 93.3％

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

前事業年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当事業年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

工具器具備品 533千円 41千円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 2024年１月１日 至 2024年12月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 20,000 780,000 ― 800,000

（注）2024年６月27日開催の臨時取締役会決議により、2024年６月28日付で普通株式１株を40株に分割しております。

これにより株式数は780,000株増加し、800,000株となっております。

２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

４．新株予約権等に関する事項

ストック・オプションとしての新株予約権のため、目的となる株式の種類及び数の記載を省略しております。な

お、新株予約権の当事業年度末の残高はありません。

５．配当に関する事項

該当事項はありません。
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当事業年度(自 2025年１月１日 至 2025年12月31日）

１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 800,000 ― ― 800,000

２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

４．新株予約権等に関する事項

ストック・オプションとしての新株予約権のため、目的となる株式の種類及び数の記載を省略しております。な

お、新株予約権の当事業年度末の残高はありません。

５．配当に関する事項

該当事項はありません。

(キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

前事業年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当事業年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

現金及び預金 265,002千円 380,323千円

現金及び現金同等物 265,002千円 380,323千円

(リース取引関係)

オペレーティング・リース取引（借主側）

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

前事業年度
(2024年12月31日)

当事業年度
(2025年12月31日)

１年内 37,182千円 3,098千円

１年超 3,098 －

合計 40,281 3,098
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(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、事業活動を行っていく上で必要な運転資金を銀行借入により調達しております。一時的な余剰資金は、

安全性の高い銀行預金に限定して運用しております。デリバティブ取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である買掛金及び未払金等は、全

て１年以内の支払期日であります。敷金及び保証金は、差入先の信用リスクに晒されております。長期借入金は

運転資金であり、流動性リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社は、営業債権について、債権管理規程に従い、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先

ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っており

ます。

② 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性

の維持などにより、流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま

れております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することに

より、当該価額が変動することがあります。

２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

「現金及び預金」、「売掛金及び契約資産」、「買掛金」及び「未払金」については、短期間で決済されるため、

時価は帳簿価額と近似していることから注記を省略しております。なお、時価を把握することが極めて困難と認め

られるものは含まれておりません。

前事業年度(2024年12月31日)

貸借対照表計上額
(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

(1)敷金及び保証金 29,884 28,894 △989

資産計 29,884 28,894 △989

(2)長期借入金（１年内返済予定を含む） 191,675 191,379 △295

負債計 191,675 191,379 △295

※１ 敷金及び保証金の時価については、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に基づく利率で割り

引いた現在価値により算定しております。

※２ 長期借入金については、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在

価値により算定しております。
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当事業年度(2025年12月31日)

貸借対照表計上額
(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

(1)敷金及び保証金 28,369 26,401 △1,967

資産計 28,369 26,401 △1,967

(2) 長期借入金（１年内返済予定を含む） 370,873 367,875 △2,997

負債計 370,873 367,875 △2,997

※１ 敷金及び保証金の時価については、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に基づく利率で割り

引いた現在価値により算定しております。

※２ 長期借入金については、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在

価値により算定しております。

(注)１． 金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度(2024年12月31日)

１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 265,002 － － －

売掛金及び契約資産 266,386 － － －

敷金及び保証金 1,514 8,247 20,122 －

合計 532,902 8,247 20,122 －

当事業年度(2025年12月31日)

１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 380,323 － － －

売掛金及び契約資産 269,061 － － －

敷金及び保証金 1,514 6,733 20,122 －

合計 650,899 6,733 20,122 －

(注)２．有利子負債の決算日後の返済予定額

前事業年度(2024年12月31日)

１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

長期借入金 57,965 54,356 33,671 28,590 10,224 6,869

合計 57,965 54,356 33,671 28,590 10,224 6,869

当事業年度(2025年12月31日)

１年以内
(千円)

１年超
２年以内
(千円)

２年超
３年以内
(千円)

３年超
４年以内
(千円)

４年超
５年以内
(千円)

５年超
(千円)

長期借入金 121,112 100,427 77,270 50,232 21,832 －

合計 121,112 100,427 77,270 50,232 21,832 －
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類

しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における調整されていない相場価格によって算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す

るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品

前事業年度(2024年12月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(2025年12月31日)

該当事項はありません。

(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前事業年度(2024年12月31日)

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

敷金及び保証金 － 28,894 － 28,894

資産計 － 28,894 － 28,894

長期借入金 － 191,379 － 191,379

負債計 － 191,379 － 191,379

当事業年度(2025年12月31日)

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

敷金及び保証金 － 26,401 － 26,401

資産計 － 26,401 － 26,401

長期借入金 － 367,875 － 367,875

負債計 － 367,875 － 367,875

※長期借入金については１年内返済の予定長期借入金を含めております。

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

敷金及び保証金

敷金及び保証金の時価は、その将来キャッシュ・フローを国債の利回りで割り引いて算出する方法により算定してお

り、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金（１年内返済の予定長期借入金を含む）

借入契約ごとに分類した当該長期借入金の元利金を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算

定しており、レベル２の時価に分類しております。
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(ストック・オプション等関係)

１．ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名

前事業年度(2024年12月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(2025年12月31日)

該当事項はありません。

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

会社名 提出会社

決議年月日 2024年６月27日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社監査役 ２名
当社従業員 85名

株式の種類別のストック・オプショ
ンの数(株) (注)

普通株式 39,720株

付与日 2024年６月27日

権利確定条件
「第５【発行者の状況】１ 株式等の状況（２）新株予約権等の状
況」に記載のとおりであります。

対象勤務期間 期間の定めはありません

権利行使期間 2026年６月28日 ～ 2034年６月27日

(注) 2024年６月28日付で普通株式１株を40株に分割しておりますが、当該株式分割後の株式数に換算して

記載しております。
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当事業年度（2025年12月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数

については、株式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

会社名 提出会社

決議年月日 2024年６月27日

権利確定前(株)

前事業年度末 37,880

付与 －

失効 1,160

権利確定 －

未確定残 36,720

権利確定後(株)

前事業年度末 －

権利確定 －

権利行使 －

失効 －

未行使残 －

（注）2024年６月28日付で普通株式１株を40株に分割しておりますが、当該株式分割後の株式数に換算して

記載しております。

②単価情報

第２回ストック・オプション

決議年月日 2024年6月27日

権利行使価格 （円） 36,600

行使時平均株価 （円） －

付与日における公正な評価単価 （円） －

（注）2024年6月28日付で普通株式1株を40株に分割しておりますが、当該株式分割後の株式数に換算して

記載しております。

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

ストック・オプション付与日時点において、当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの単位

当たりの本源的価値を見積る方法により算定しております。

また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法は、簿価純資産法及び直近取引事例

を参考にし、総合的に勘案して決定しております。

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用

しております。
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５．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の

合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額

（１）当事業年度末における本源的価値の合計額 －千円

（２）当事業年度において権利行使されたストック・オプションの

権利行使日における本源的価値の合計額 －千円

(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前事業年度
(2024年12月31日)

当事業年度
(2025年12月31日)

繰延税金資産

敷金償却費 1,136千円 1,701千円

賞与引当金 9,920 〃 11,764 〃

ソフトウエア 4,489 〃 1,329 〃

未払事業税 3,144 〃 597 〃

フリーレント賃料 2,709 〃 208 〃

繰越税額控除 － 〃 36,765 〃

その他 678 〃 575 〃

繰延税金資産小計 22,078千円 52,943千円

評価性引当額 △1,340 〃 △38,997 〃

繰延税金資産合計 20,738千円 13,946千円

繰延税金負債

未収還付事業税等 － 千円 755千円

繰延税金負債合計 － 千円 755千円

繰延税金資産純額 20,738千円 13,191千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

前事業年度
(2024年12月31日)

当事業年度
(2025年12月31日)

法定実効税率 34.6％ 34.6％

（調整）

中小法人等に係る軽減税率 △0.7％ △2.2％

住民税均等割等 0.3％ 1.1％

評価制引当額 0.3％ 2.5％

租税特別措置法による税額控除 △3.1％ △1.6％

ふるさと納税による住民税控除 △0.3％ －

その他 △0.7％ △0.9％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.4％ 33.6％
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(資産除去債務関係)

前事業年度(自 2024年１月１日 至 2024年12月31日)

当社は、事務所等の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識

しております。

なお、賃借契約に関連する敷金が資産に計上されているため、当該資産除去債務の負債計上に代えて、当該不動

産賃借契約に係る敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属

する金額を費用に計上する方法によっております。

当事業年度(自 2025年１月１日 至 2025年12月31日)

当社は、事務所等の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識

しております。

なお、賃借契約に関連する敷金が資産に計上されているため、当該資産除去債務の負債計上に代えて、当該不動

産賃借契約に係る敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属

する金額を費用に計上する方法によっております。
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(収益認識関係)

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社は、単一セグメントであり、主要な顧客との契約から生じる収益を顧客との契約から生じる収益を分解

した情報は、以下のとおりであります。

前事業年度(自 2024年１月１日 至 2024年12月31日)

(単位：千円)

準委任契約 請負契約 保守契約 その他 合計

データ分析構築支援サービス 740,604 168,855 57,956 67,168 1,034,585

データエンジニアプロフェッショ
ナルサービス

375,560 26,320 － 24,030 425,911

地域DX推進サービス － 22,448 － 2,146 24,594

顧客との契約から生じる収益 1,116,164 217,624 57,956 93,345 1,485,091

外部顧客への売上高 1,116,164 217,624 57,956 93,345 1,485,091

当事業年度(自 2025年１月１日 至 2025年12月31日)

(単位：千円)

準委任契約 請負契約 保守契約 その他 合計

データ分析構築支援サービス 616,244 505,045 81,133 62,457 1,264,881

データエンジニアプロフェッショ
ナルサービス

321,722 1,579 － 37,643 360,945

地域DX推進サービス 450 8,960 － 2,219 11,630

顧客との契約から生じる収益 938,417 515,585 81,133 102,320 1,637,457

外部顧客への売上高 938,417 515,585 81,133 102,320 1,637,457

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は「（重要な会計方針） ３．収益及び費用の計上基準」に記載のと

おりであります。
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３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度

末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する

情報

(1) 契約資産及び契約負債の残高等

(単位：千円)

前事業年度 当事業年度

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 147,832 222,941

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 222,941 202,717

契約資産(期首残高) 63,924 43,444

契約資産(期末残高) 43,444 66,344

契約負債(期首残高) 1,151 5,131

契約負債(期末残高) 5,131 4,765

契約資産は、主にソフトウエアの受託開発等において、履行義務の充足に係る進捗度に基づいて認識した

収益に係る未請求の権利であり、顧客から検収を受けた時点で顧客との契約から生じた債権へ振り替えら

れます。

契約負債は、主に顧客から受け取った前受金に関するものです。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩さ

れます。

前事業年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、1,151千円であ

ります。

当事業年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、5,131千円であ

ります。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格

前事業年度末において残存履行義務に配分した取引価格の総額は、14,420千円であります。当該残存履行

義務は、概ね１年以内に収益として認識すると見込んでおります。

当事業年度末において残存履行義務に配分した取引価格の総額は、102,173千円であります。当該残存履行

義務は、概ね１年以内に収益として認識すると見込んでおります。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社の事業はデータソリューション事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

【関連情報】

前事業年度（自 2024年１月１日 至2024年12月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

当社は、単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を

省略しております。

２．地域ごとの情報

（１）売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

（２）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高

株式会社日本アクセス 250,692

NECネッツエスアイ株式会社 157,833

株式会社イトーヨーカ堂 149,210

当事業年度（自 2025年１月１日 至 2025年12月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

当社は、単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を

省略しております。

２．地域ごとの情報

（１）売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

（２）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高

株式会社イトーヨーカ堂 452,064

株式会社日本アクセス 177,296

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前事業年度（自 2024年１月１日 至 2024年12月31日）

該当事項はありません。
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当事業年度（自 2025年１月１日 至 2025年12月31日）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前事業年度（自 2024年１月１日 至 2024年12月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2025年１月１日 至 2025年12月31日）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前事業年度（自 2024年１月１日 至 2024年12月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2025年１月１日 至 2025年12月31日）

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

関連当事者との取引

財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

前事業年度（自 2024年１月１日 至 2024年12月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 2025年１月１日 至 2025年12月31日）

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

前事業年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当事業年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

１株当たり純資産額 215.83円 245.41円

１株当たり当期純利益 93.78円 29.58円

(注) １．当社は2024年６月28日付で普通株式１株につき40株の株式分割を行いましたが、前事業年度の期首に当該株

式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。

２．前事業年度及び当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するもの

の、売買実績がなく期中平均株価を把握できませんので記載しておりません。

３．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりです。

前事業年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)

当事業年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)

当期純利益（千円） 75,020 23,660

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 75,020 23,660

普通株式の期中平均株式数（株） 800,000 800,000

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

建物附属設備 34,664 ― ― 34,664 7,808 2,839 26,855

工具、器具及び備品 10,306 15,543 100 25,749 11,707 5,702 14,041

有形固定資産計 44,971 15,543 100 60,413 19,516 8,542 40,897

長期前払費用 453 ― ― 453 403 151 50
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【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

１年以内に返済予定の長期借入金 57,965 121,112 1.59 ―

長期借入金(１年以内に返済予定のも
のを除く)

133,710 249,761 1.59 2027年～2030年

合計 191,675 370,873 ― ―

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額は以

下のとおりであります。

区分
１年超２年以内

(千円)
２年超３年以内

(千円)
３年超４年以内

(千円)
４年超５年以内

(千円)

長期借入金 100,427 77,270 50,232 21,832
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【引当金明細表】

科目
当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 2 ― ― ― 2

賞与引当金 24,866 29,487 24,866 ― 29,487

【資産除去債務明細表】

資産除去債務の負債計上に代えて、当該不動産賃借契約に係る敷金及び保証金の回収が見込めないと認められる

金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法を行っているため、資産除去債務

の負債計上は行っておりません。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分 金額(千円)

預金

普通預金 380,323

合計 380,323

② 売掛金及び契約資産

相手先別内訳

相手先 金額(千円)

株式会社イトーヨーカ堂 82,308

本田技研工業株式会社 19,236

スマートキャンプ株式会社 15,269

MINO合同会社 14,718

株式会社アシスト 13,769

その他 123,759

合計 269,061

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)

(Ａ)

当期発生高(千円)

(Ｂ)

当期回収高(千円)

(Ｃ)

当期末残高(千円)

(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)

２
(Ｂ)
365

266,386 1,801,202 1,798,527 269,061 87.0 54.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
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③ 買掛金

相手先別内訳

相手先 金額(千円)

アーキペラゴ株式会社 45,112

Sisense inc. 14,257

株式会社塩川システム設計事務所 8,009

クリックテック・ジャパン株式会社 3,921

株式会社WorkX 3,179

その他 30,073

合計 104,552

④ １年内返済予定の長期借入金

相手先別内訳

相手先 金額(千円)

きらぼし銀行 45,503

みずほ銀行 39,996

三井住友銀行 16,668

第四北越銀行 10,080

りそな銀行 8,340

その他 525

合計 121,112

⑤ 未払費用

相手先別内訳

相手先 金額(千円)

日本年金機構 13,378

関東ITソフトウェア健康保険組合 7,725

新宿税務署 3,535

株式会社USEN ICT Solutions 1,943

野村不動産株式会社 662

その他 15,726

合計 42,971
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⑥ 長期借入金

相手先別内訳

相手先 金額(千円)

きらぼし銀行 105,868

みずほ銀行 105,018

三井住友銀行 22,220

第四北越銀行 13,200

りそな銀行 3,455

合計 249,761

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第７ 【外国為替相場の推移】

該当事項はありません。
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第二部 【特別情報】

第１ 【外部専門家の同意】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書

2026年３月27日

ＩＮＳＩＧＨＴ ＬＡＢ株式会社

取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 陶 江 徹

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 篠 田 友 彦

監査意見

当監査法人は、株式会社東京証券取引所の特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第128条第３項の規定に

基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているＩＮＳＩＧＨＴ ＬＡＢ株式会社の2025年１月１日から

2025年12月31日までの第21期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャ

ッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 ＩＮＳ

ＩＧＨＴ ＬＡＢ株式会社の2025年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、発行者情報に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の

責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの

整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
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がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付

ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項

付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、

将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備

を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人

の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害

要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）上記の監査報告書の原本は当社（発行者情報提出会社）が別途保管しております。


